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研
究

ノ
ー
ト

日
本
の
敗
戦
と
大
本
営
命
令

山

田

朗

は
じ
め
に
1

八
月

一
五
日

の
軍
事
的
意
味

麗

一
九
四
五
年

(昭
和
二
〇
)
八
月

一
四
日
、
日
本
政
府
と
大
本
営
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
最
終
的
に
決
定
し
、
あ
ら
た
め
て
連
合

国
側
に
通
告
、
同
日
付
で

〈
終
戦
の
詔
書
〉
が
換
発
さ
れ
、
翌

一
五
日
正
午

の

「玉
音
放
送
」
に
よ
り
、

一
般
に
は

「戦
争
は
終
わ

っ
た
」

と
さ
れ
る
。
今
日
で
は
、
戦
争
体
験
者
の
実
感
に
て
ら
し
て
疑

い
も
な
く
八
月

一
五
日
は

〈終
戦
の
日
〉
と
し
て
国
民
的
合
意
を
得
て
い

る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
八
月

一
四
日
あ
る
い
は

一
五
日
で
戦
争
が
終
わ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
政
府
と
大
本
営
に
よ

る
降
伏
文
書
調
印
は
、
周
知
の
よ
う
に
九
月
二
日
の
こ
と
で
あ
り
、
戦
争
は
正
式
に
は
こ
の
時
点
で
終
わ

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
八
月

一
五
日
は

〈停
戦
の
日
〉
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と

い
え
ば
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
英
米
軍
と
の
戦
闘
は

シ
ム
シ
ュ

終
息

し
た
も
の
の
、
八
月

一
五
日
以
降
も

「満
州
国
」

・
樺
太
や
千
島
列
島

(最
北
端
の
占
守
島
)
な
ど
で
は
、
依
然
と
し
て
日
ソ
両
軍

に
よ
る
組
織
的
戦
闘
が
続

い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
八
月

一
五
日
に
大
本
営
は
日
本
陸
海
軍

へ
の
停
戦
命
令
を
出
し
て
い
な



い
。
し
た
が

っ
て
、
八
月

一
五
日
は
、
〈停
戦
の
日
〉
で
も

〈停
戦
を
命
令
し
た
日
〉
で
も
な
い
。

八
月

一
五
日
と
は
軍
事
的
に
は
い
か
な
る
意
味
を
も

つ
日
で
あ
る
の
か
、
実
際
の

〈停
戦
の
日
〉
は
い
つ
な
の
か
、
本
稿
で
は
、
主
と

し
て
大
本
営
命
令

(大
陸
命

・
大
海
令
)

の
内
容
検
討
を
通
じ
て
、
八
月

一
五
日
以
降
の
大
本
営
に
よ
る
停
戦

・
武
装
解
除
の
経
過
を
整

理
す

る
と
と
も
に
、
敗
戦
に
直
面
し
た
大
本
営

の
思
惑
と
行
動
を

一
端
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

1

八
月

一
四
日

一

一
五
日

の
大

本
営
命
令

1

八
月

一
四
日

く大
陸
命
第

=
二
八
○
号
V
の
意
味

ソ
連
は
、

一
九
四
五
年
二
月
の
ヤ
ル
タ
会
談
後
、
極
東
地
区

へ
の
部
隊
と
軍
需
物
資
の
輸
送

・
集
積
を
始
め
、
八
月
ま
で
に
、
対
日
作

戦
用
と
し
て

一
五
八
万
人

(八
○
個
狙
撃
師
団

。
戦
車
五
五
六
〇
両

.
航
空
機
三
四
五
〇
機
)

の
大
兵
力
を
集
結
さ
せ
た
。
八
月
九
日
、

3ヨ

ソ
連
軍
は
、
「満
州
国
」
西
部

(満
州
里

・
モ
ン
ゴ
ル
国
境
方
面
)
、
北
部

(黒
河

・
孫
呉
方
面
)
、
東
部

(牡
丹
江

・
朝
鮮
国
境
方
面
)

1

の
三

正
面
か
ら
、
「満
州
国
」
中
心
部
を
め
が
け
て

一
斉
に
進
攻
作
戦
を
開
始
し
た
。
当
時
、
関
東
軍
は
、
六
八
万
人

(二
四
個
師
団

・

一
四
個
旅
団
)
の
兵
力
を
擁
し
て
い
た
が
、
そ
の
大
部
分
は

一
九
四
五
年
に
な

っ
て
か
ら

「満
州
国
」
在
留
日
本
人
を
根
こ
そ
ぎ
動
員
し

て
編
成
し
た
部
隊
で
、
装
備
も
貧
弱
で
、
訓
練
も
不
十
分
で
あ

っ
た
。

}
九
四
五
年

一
月
下
旬
以
降
、
大
本
営
は
、
本
土
決
戦
準
備
に
対
応
し
て
、
外
地
に
あ
る
部
隊
の
任
務
と
配
置
を
逐
次
変
更
し
て
い
っ

た
が
、
関
東
軍
の
明
確
な
任
務
変
更
は
、
そ
の
他
の
地
域
よ
り
遅
れ
、
五
月
三
〇
日
付
の
大
陸
命

(大
本
営
に
よ
る
陸
軍
部
隊

へ
の
最
高

命
令
)
第

=
二
三
九
号
と
同
第

=
二
四
〇
号
に
よ

っ
て
発
令
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
大
陸
命
に
よ

っ
て
関
東
軍
の
主
た
る
任
務
は
、
満

ソ
国

　　

境
地
帯
に
お
け
る
ソ
連
軍
撃
破
か
ら

「来
攻
ス
ル
米
軍
ヲ
撃
滅
ス
ル
ト
共

二
北
鮮

二
於
ケ
ル
対
蘇
作
戦
準
備
」

へ
と
変
更
さ
れ
た
。
本
土

決
戦

に
備
え
て
、
「満
州
国
」

の
大
部
分
を
事
実
上
放
棄
し
て
、
「満
州
国
」
と
朝
鮮

の
国
境
地
帯

へ
関
東
軍
主
力
を
後
退
さ
せ
よ
う
と

い



う
の
で
あ
る
。
ソ
連
が

「満
州
国
」
に
進
攻
し
た
時
点
で
は
、
こ
の
五
月
三
〇
日
の
大
本
営
命
令
に
よ
り
、
関
東
軍
の
多
く
の
部
隊
が
陣

　こ

地
構
築
中
か
朝
鮮
国
境
に
近

い
山
岳
地
帯
に
む
け
て
後
退

・
移
動
中
で
あ

っ
た
。
関
東
軍
の
主
力
二
四
個
師
団
の
う
ち
、
八
月

「
五
日
ま

　ヨ
ソ

で
に

ソ
連
軍
と
組
織
的
に
交
戦
し
た
の
は
九
個
師
団
程
度
で
あ

っ
た
と

い
う
。
そ
の
た
め
、
ソ
連
と
の
国
境
付
近
に
入
植
し
て
い
た
開
拓

移
民

は
、

ソ
連
軍
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
、
あ
る
い
は
ソ
連
軍
に
追

い
越
さ
れ
、
悲
惨
な
退
避
行
を
強

い
ら
れ
た
。

八
月

「
四
日
、
大
本
営
は
、
大
陸
命
第

=
二
八
○
号
を
発
令
し
て
、
対

ソ
戦

へ
の
大
本
営
の
対
処
方
針
、
日
本
本
土
周
辺
の
外
地
各
車

の
任
務
分
担
を
示
し
た
。

大
陸
命
第

=
二
八
○
号

命

令

一

大
本
営
ノ
企
図

ハ
対
米
主
作
戦
ノ
完
遂
ヲ
期
ス
ル
ト
共

二

「
ソ
」
聯
邦
ノ
非
望
破
捲
ノ
為
新

二
全
面
的
作
戦

ヲ
開
始
シ
テ

「
ソ
」

4ヨ

軍
ヲ
撃
破
シ
以
テ
国
体
ヲ
護
持
シ
皇
土
ヲ
保
衛
ス
ル
ニ
在
リ

ー

二

支
那
派
遣
軍
船
司
令
官

八
乗
攻
ス
ル
敵
ヲ
随
所

二
撃
破
シ
テ
対

「
ソ
」
米
支
持
久
ヲ
図
り
帝
国
本
土

二
於
ケ

ル
全
軍
ノ
作
戦

二

寄
与
ス
ヘ
シ

任
務
達
成
ノ
為
ノ
準
拠
ス
ヘ
キ
要
綱
左
ノ
如
シ

ー

積
極
的

二
関
東
軍
ノ
南
満
、
北
鮮

二
於
ケ
ル
作
戦
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
主
眼
ト
シ
作
戦
ヲ
律

ス

2

一
部
兵
力
、
軍
需
品
ヲ
成
ル
ヘ
ク
速

二
満
鮮
方
面

二
転
用
ス

3

前
各
号
ノ
作
戦

二
関
シ
テ
ハ
所
要

二
応
シ
関
東
軍
総
司
令
官
、
南
方
軍
船
司
令
官
、
航
空
総
軍
司
令
官
、
第
十
方
面
軍
司
令

官
及
支
那
方
面
艦
隊
司
令
長
官
ト
協
同
シ
且
相
互
協
議
シ

一
部
ノ
部
隊
ヲ
他
軍
作
戦
地
域

二
派
遣
シ
且
相
互

二
指
揮
関
係
ヲ
律

ス
ル
コ
ト
ヲ
得



三

細
項
二
関
シ
テ
ハ
参
謀
総
長
ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日

奉
勅
伝
宣

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎

支
那
派
遣
軍
船
司
令
官

岡
村
寧
次
段

、
関
東
軍
総
司
令
官

山
田
乙
三
殿

南
方
軍
船
司
令
官
伯
爵

寺
内
寿

一
殿

航
空
総
軍
司
令
官

河
辺
正
三
殿ぞ

　

第
十
方
面
軍
司
令
官

安
藤
利
吉
殿

八
月

一
四
日
と
い
え
ば
、
御
前
会
議
に
お
い
て
ポ
ツ
ダ
ム
自日=言
の
受
諾
を
最
終
的
に
確
認
し
た
日
で
あ
る
が
、
こ
の
大
陸
命
第

一
三
八

5

0
号

の
発
令
は
、
御
前
会
議

(午
前

一
〇
時
五
〇
分
走

午
)
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
襲

・
そ
の
た
め
・
こ
の
大
陸
命
に
は
・

欝

終
戦

や
停
戦
を
暗
示
す
る
よ
う
な
文
言
が
な

い
ば
か
り
か
、
「『
ソ
』
聯
邦
ノ
非
望
破
擢

ノ
為
新

二
全
面
的
作
戦
ヲ
開
始

シ
テ

『
ソ
』
軍
ヲ

撃
破

シ
」
と

い
っ
た
き
わ
め
て
強
気
な
文
句
が
連
な

っ
て
い
る
。

だ
が
、
御
前
会
議
の
前
と
は
い
え
、
す
で
に
八
月
九
日
か
ら

一
〇
日
に
か
け
て
の
深
夜

の
御
前
会
議
に
お
い
て
、
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾

が
基
本
的
に
決
定
さ
れ
た
後

に
、
わ
ざ
わ
ざ
本
土
決
戦
を
意
図
す
る
か
の
よ
う
な

「対
米
主
作
戦
ノ
完
遂
ヲ
期
ス
ル
」
「国
体
ヲ
護
持
シ

皇
土

ヲ
保
衛
ス
ル
」
と
い
っ
た
強
硬
な
表
現
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
は
、
本
気
で

「対
米
主
作
戦
ノ
完
遂
」
を
意
図
す

る
以
外
に
、
別
の

目
的
が
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
陸
命
第

一
三
八
○
号
は
、
き
わ
め
て
強
硬
な
戦
争
完
遂
路
線
に
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
大
陸
命
第
三
項

「細
項

二

関
シ
テ
ハ
参
謀
総
長

ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム
」
に
基
づ
く
梅
津
美
治
郎
参
謀
総
長
か
ら
の
命
令
で
あ
る
大
陸
指
第
二
五
四
二
号
を
見
て
み
る



と
、
大
陸
命
第

=
二
八
○
号
の
主
目
的
が
、
ソ
連
軍
撃
破
と
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
支
那
派
遣
軍
か
ら
の
支
援
に
よ
る
関
東

軍
の
早
期
崩
壊
防
止
に
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

大
陸
指
第
二
五
四
二
号

大
陸
命
第
千
三
百
八
十
号

二
基
キ
左
ノ
如
ク
指
示
ス

一

関
東
軍
作
戦
ノ
機
微

二
即
応
シ
先

ツ

一
軍
司
令
部
及
少
ク
モ
ニ
師
団
基
幹
ノ
兵
力
及
所
要
ノ
軍
需
品
ヲ
速

二
満
鮮
方
面

二
転
用

ス
ル
モ
ノ
ト
シ
其
細
部
要
領

二
関
シ
テ
ハ
支
那
派
遣
軍
、
関
東
軍
相
互
緊
密

二
連
絡
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

ニ

大
陸
鉄
道

ハ
作
戦
輸
送
完
遂
二
徹
底
シ
対
日
輸
送

ハ
中
止
ス

其

一
貫
運
用

二
関
シ
テ
ハ
特

二
関
東
軍
、
支
那
派
遣
軍
間
ノ
連

絡
ヲ
緊
密
ナ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

三

浦
鮮
支
鉄
道
輸
送
力
ノ
配
置
ハ
概
ネ
現
状
通
ト
シ
原
則
ト
シ
テ
新
ナ
ル
車
輌
融
通

ハ
之
ヲ
行

ハ
サ
ル
モ
ノ
ト

ス

613

昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎

支
那
派
遣
軍
総
司
令
官

岡
村
寧
次
殿　　

　

関
東
軍
総
司
令
官

山
田
乙
三
殿

そ
も
そ
も
大
陸
命
第

一
三
八
○
号
は
、
「
『
ソ
』
聯
邦
ノ
非
望
破
催
ノ
為
新

二
全
面
的
作
戦
ヲ
開
始
シ
テ

『
ソ
』
軍

ヲ
撃
破
シ
以
テ
国
体

ヲ
護
持
シ
皇
土
ヲ
保
衛
」
と

い
っ
た
文
言
が
含
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
主
た
る
命
令
受
領
者
は
、
書
式
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
岡
村
寧

次
支
那
派
遣
軍
船
司
令
官
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
強
硬
方
針
の
鼓
吹
に
し
か
見
え
な
い
こ
の
大
陸
命
は
、
現
実

に
は
八
月
九
日
以
来

の
ソ
連
軍
の
進
攻
に
よ
っ
て
壊
乱
状
態
に
お
ち

い
っ
た
関
東
軍

へ
の
救
援
命
令
な
の
で
あ
る
。
関
東
軍
の
崩
壊
と
い
う
現
実
を
隠
蔽
し
、

救
援
命
令
を
あ
た
か
も
大
規
模
な
反
攻
作
戦
の
ご
と
く
語

っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
大
本
営
命
令
を
受
領
す
る
、
あ
る
い
は
傍
受
す
る
内
地

.



外
地

の
陸
軍
部
隊
の
士
気
崩
壊
を
懸
念
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
に
八
月
九
日
一

一
〇
日
の
御
前
会
議
以
後
、
「本
土
決
戦
派
」
の
軍
人
が
強
烈

に
巻
き
返
し
を
は
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か

に
本
土
決
戦
に
固
執
す
る
陸
海
軍
人
は
、

=

日
夜

に
連
合
軍
側
か
ら
ラ
ジ
オ
放
送
さ
れ
た

「
バ
ー
ン
ズ
回
答
」
を

め
ぐ

っ
て
形
勢
逆
転

を
は

か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
九
日
～

一
〇
日
の
御
前
会
議
に
よ

っ
て
す
で
に
大
勢
は
決
し
て
い
た
と

い
え
る
。

一
部

の
軍
人
は
、
本
気

に
な

っ
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
や
っ
て
で
も
本
土
決
戦
を
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
し
、
現
実
に

「玉
音
放
送
」
阻
止
を

ね
ら
っ
て
、
偽
命
令

に
よ

っ
て
近
衛
師
団
を
動
か
し
た
陸
軍
将
校
も

い
た
が
、
大
元
帥

・
天
皇

の

「聖
断
」
に
よ

っ
て
中
央

の
多
く

の
軍
事
官
僚
た
ち
は
す

っ

か
り
意
気
消
沈
し
て
い
た
。
軍
首
脳
部
に
と

っ
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾

・
降
伏
と
い
う
事
態
も
衝
撃
で
あ

っ
た
こ
と
に
違

い
な
い
が
、

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
御
前
会
議
の
模
様
を
梅
津
参
謀
総
長
が
、
次
長
ら
の
部
下
に

「軍
に
対
す
る

[天
皇

の
]
御
信

頼
が
全
く
失
わ
れ
た

　ヱ

の
だ
」
と
説
明
し
た
よ
う
に
、
天
皇
が
は

っ
き
り
と
軍
部
か
ら
離
反
し
た
こ
と
が
彼
ら
に
は
決
定
的
な
打
撃
だ

っ
た
。
参
謀
次
長

.
河
辺

7ヨ

虎
四
郎
中
将
は
、
八
月

一
〇
日
の
参
謀
本
部
の
虚
脱
し
た
様
子
を
、
当
日
、
日
誌
に
次

の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

1

侃
誇
又
ハ
泣
訴
等
ノ
挙

二
出
ヅ
ル
モ
ノ
参
謀
本
部
少
壮
ノ
間

二
認
メ
得
ズ

(正
直
ナ
ル
気
持
チ

ニ
於

テ
、
継
戦

ノ
困
難
性

ハ
作
戦
主

　
　

　

務
ノ
参
謀
本
部
が
最

モ
ヨ
ク
感
得
シ
ア
リ
)

天
皇
に
よ
る
信
任
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
り
、
そ
の
天
皇
が

「終
戦
」
を
命
じ
た
以
上
、
本
土
決
戦
は
お
ろ
か
継
戦
自
体
も
不

可
能

に
な

っ
た
こ
と
は
、
軍
部
首
脳
に
と

っ
て
も
明
ら
か
で
あ

っ
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
天
皇
と
大
本
営
が
最
も
懸
念
し
た
の
は
、

全
軍

の
士
気
低
下
と
そ
れ
に
と
も
な
う
軍
の
秩
序
崩
壊
で
あ

っ
た
。
す
で
に
、
独
自

の
通
信

・
傍
受
部
隊
を
も

っ
て
い
る
内
地

・
外
地
の

陸
海
軍
部
隊
の
多
く
は
、
連
合
軍
側
の
宣
伝
放
送
に
よ
っ
て
日
本
政
府
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
察
知
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
天
皇

と
大
本
営
は
、
陸
海
軍
の
指
揮

・
命
令
系
統
を
維
持
し
た
ま
ま
、
統
制
力
を
温
存
し
た
ま
ま
で
停
戦
に
こ
ぎ
つ
け
る
必
要
が
あ

っ
た
。
八

月

一
四
日
の
大
陸
命
第

一
三
入
○
号

に
お
い
て
、
必
要
以
上
に
強
硬
な
言
辞
を
並
べ
た
の
も
、
最
後
ま
で
大
本
営
の
継
戦
意
思
を
強
調
す



る
こ
と
に
よ

っ
て
、
大
本
営
の
統
制
か
ら
離
脱
す
る
部
隊
が
出
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
停
戦

・
降
伏
近
し
と
思
わ

れ
る
弱
気
な
命
令
を
大
本
営
が
出
せ
ば
、
出
先
軍
司
令
部

・
部
隊
の
中
で
の
賛
否
論
争
に
時
間
を
与
え
、
継
戦
を
主
張
す
る

一
部
の
強
硬

部
隊
が
大
本
営
の
統
制
に
服
さ
な
く
恐
れ
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
停
戦
は
、
天
皇

・
大
本
営
の
統
制
力
を
維
持
し
た
上
で
、
予
告
な
し

に
有

無
を
言
わ
さ
ぬ
方
法
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
八
月

一
四
日
の
大
陸
命
第

=
二
八
○
号
は
、
表
面
的
に
は
強
硬
な
戦
争

完
遂
宣
言
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
関
東
軍
救
援
命
令

で
あ
り
、
そ
し
て
戦
争
終
結
に
む
け
て
の
伏
線
で
も
あ

っ
た
と
言
え
る
。

一
四
日
午
後
六
時
、
阿
南
惟
幾
陸
軍
大
臣
と
梅
津
美
治
郎
参
謀
総
長
の
連
名
で
、
陸
機
密
電
第
六
八
号

「帝
国
ノ
戦
争
終
結

二
関
ス
ル

件
」

が
発
電
さ
れ
た
。
こ
の
電
報
は
、
大
本
営

の
命
令
で
は
な
い
が
、
第

一
総
軍
司
令
官

・
航
空
総
軍
司
令
官
以
外

の
大
本
営
に
直
隷
す

る
全

軍
司
令
官

に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
戦
争
完
遂

・
強
硬
姿
勢
か
ら
の
急
転
直
下
、
天
皇
の

「聖
断
」
を
楯
に
し
た
戦
争
終
結
の
決
定

が
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
陸
軍
首
脳
の
論
理

・
手
法
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る

(な
お
、
第

一
総
軍
司
令
官
と
航
空
総
軍
司
令
官
は
、

　

す
ソ

つ
　

同
月
午
後
二
時
四
σ
分
、
す
で
に

「御
璽
断

二
従
ヒ
行
動
ス
」
と
の
誓
約
書
に
署
名
し
て
お
り
、
御
前
会
議
の
模
様
を
把
握
し
て
い
る
の

一

で
、
こ
の
電
報
が
発
電
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
)
。

陸
機
密
電
第
六
八
号

「帝
国
ノ
戦
争
終
結

二
関
ス
ル
件
」

大
臣
、
総
長

ヨ
リ

関
東
軍
総
司
令
官
、
支
那
派
遣
軍
船
司
令
官
、
南
方
軍
船
司
令
官
、
第
五
、
第
八
、
第
十
方
面
軍
司
令
官
、
第
二
総
軍
司
令
官
、

第
三
十

一
軍
司
令
官
、
小
笠
原
兵
団
長
宛
電
報

(暗
号
、
軍
機
、
親
展
)

一

帝
国

ハ
国
体
ノ
護
持
、
皇
土
ノ
保
衛
ヲ
完
遂
シ
得
ル
コ
ト
ヲ
条
件
ト
シ
テ
敵
ト
交
渉
中
ナ
リ
シ
モ
敵
ノ
提
示

セ
ル
条
項

ハ
右
目

的
達
成
ヲ
著
シ
ク
困
難
ナ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア
リ
之
が
為
小
職
等

ハ
敵
側
提
示
ノ
条
項
ハ
到
底
受
諾
シ
得
ザ

ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ



万
策

ヲ
尽
シ
テ
強
烈

二
主
張
シ
又
屡
々
上
奏
セ
ル
モ

天
皇
陛
下
二
於
サ
セ
ラ
レ
テ

ハ
四
国
宣
言
ノ
条
項

ヲ
受
諾
ス
ル
コ
ト
ニ

御
親
裁
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ

右

ハ
左
ノ
理
由

二
基
ク
モ
ノ
ト
拝
承
シ
奉
ル

「内
外
ノ
情
勢
特

二
戦
局
ノ
推
移

二
鑑
ミ
今
日
ニ
シ
テ
戦
局
ヲ
収
拾
セ
ザ
ル
ニ
於
テ
ハ
国
体
ヲ
破
壊
ス
ル
ト
共

二
民
族

ヲ
絶
滅

ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
敵
ノ
述
ブ
ル
帝
国
最
後
ノ
政
体

ハ
日
本
国
民
ノ
自
由
意
志

二
依
リ
樹
立
セ
ラ
ル
ベ
シ
ト
為

ス
条
項

ハ
帝
国
ノ

国
体

ヲ
殿
損
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
ハ
思
考
セ
ズ
此
ノ
際

ハ
耐

へ
難
キ
ヲ
忍
ビ
テ
之
ヲ
受
諾
シ
国
家
ヲ
国
家
ト
シ
テ
残
シ
又
臣
民

ノ
銀
苦

ヲ
緩
和
セ
ン
コ
ト
ヲ
翼
ヒ
給

ヘ
リ
」

二

御
聖
断
既
二
下
ル

全
軍
挙

ッ
テ
大
御
心

二
従

ヒ
最
後
ノ

一
瞬
迄
光
輝
ア
ル
伝
統
ト
赫
々
タ
ル
武
勲
ト
ヲ
辱
シ
メ
ズ
我
ガ
民
族

ノ
後
商
ヲ
シ
テ
深
ク

9ヨ

感
侃
セ
シ
ム
ル
如
ク
行
動

ス
ル
コ
ト
緊
要

ニ
シ
テ

一
兵

二
至
ル
迄
断
ジ
テ
軽
挙
妄
動
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
皇
軍
永
遠
ノ
名
誉
ト
光
栄

ー

ト
ヲ
中
外

二
閲
明
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
シ
テ
止

マ
ズ

三

御
聖
断
二
従
ヒ
政
府
及
大
本
営

ハ
逐
次
具
体
的
処
理

ヲ
進
メ
ラ
ル
ベ
キ
モ
停
戦

二
関
ス
ル
大
命
ノ
発
セ
ラ
ル
ル
迄

ハ
依
然
従
来

ノ
任
務
ヲ
続
行

ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
念

ノ
為

又
武
器
ノ
引
渡

シ
ニ
関
シ
軍
人
ノ
名
誉

ヲ
重

ン
ズ
ル
件

二
就
キ
テ
ハ
全
面
的

二
努
力
中
ナ
リ

四

小
職
等

ハ
万
斜
ノ
涙
ヲ
呑

ン
デ
之
ヲ
伝
達

ス
右

二
関
ス
ル
詔
書

ハ
明
十
五
日
発
布
セ
ラ
レ
特

二
正
午

陛
下
御
自
ラ
「ラ
ジ
オ
」

お
　

二
依
リ
之
ヲ
放
送
シ
給
フ
予
定
ナ
ル
ヲ
以
テ
大
御
心
ノ
程
具
サ
ニ
御
拝
察

ヲ
願

フ

電
報
第

一
項
に
お

い
て
は
、
最
初
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
拒
否
11
戦
争
完
遂
路
線
を
主
張
す
る
か
の
よ
う
な
強
硬
姿
勢
を
示
し
つ
つ
も
、

一
転

し
て

「御
親
裁
」
を
理
由
に
戦
争
終
結
を
切
り
出
し
て
い
る
。
第

一
項
後
半

(「御
親
裁
」
の
理
由
)
か
ら
第
二
項
に
か
け
て
は
、



「御
聖
断

」
が
既
に
下

っ
た
こ
と
、
「大
御
心
」
に
従
う
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
第
三
項
に
お
い
て
、
停
戦
の

「大
命
」
が
発

せ
ら

れ
る
ま
で
は
、
従
来
の
任
務
を
続
行
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
四
項
で
、
戦
争
終
結
に
関
す
る
詔
書

の
発
布
、
翌
日
正
午

の

「玉
音
放
送
」
の
こ
と
ま
で
予
告
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
項
か
ら
詔
書
発
布

・

「玉
音
放
送
」
が
た
だ
ち
に
停
戦
命
令

に
は
な
ら
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詔
書
と
大
本
営
命
令
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
く
ま
で
も
統
帥
権

の
独
立
を
保
持
し
つ

つ
、
大
本
営
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
大
元
帥
か
ら
の
命
令
が
更
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
、
「玉
音
放
送
」
に
よ

っ
て
軍
が
虚
脱
状
態
に
な

ら
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
八
月

一
四
日
に
は
、
大
海
令

(大
本
営
に
よ
る
海
軍
部
隊
へ
の
最
高
命
令
)
は
発
令
さ
れ
て
い
な
い
。

2

八
月

一
五
日
の

「積
極
進
攻
作
戦
」
禁
止
命
令

40

す

で
に
八
月

一
四
日
の
陸
機
密
電
第
六
八
号

「帝
国
ノ
戦
争
終
結

二
関

ス
ル
件
」
に
よ
っ
て
陸
軍
中
央
の
方
針
は
、
国
内

・
外
地
の
軍

1

司
令

部
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
本
営
陸
軍
部
は
、

一
五
日
の
午
前
中
に
は
特
に
大
陸
命

・
大
陸
指
を
出
さ
な
か

っ
た
。
大
本
営
海

軍
部
も

=

日
以
来
、
大
海
令
を
発
令
し
て
い
な
か
っ
た
。

だ
が
、
本
土
方
面
の
海
軍
の
実
戦
部
隊
を
統

一
指
揮
す
る
海
軍
船
隊
司
令
部

(
一
九
四
五
年
四
月
二
五
日
、
本
土
方
面
で
の
作
戦
遂
行

の
た
め
に
、
聯
合
艦
隊

・
護
衛
総
司
令
部
部
隊

・
鎮
守
府
部
隊

・
警
備
府
部
隊

・
支
那
方
面
艦
隊
を
統

一
指
揮
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た

司
令

部
。
指
揮
官
で
あ
る
海
軍
総
司
令
長
官
は
、
小
沢
治
三
郎
聯
合
艦
隊
司
令
長
官
の
兼
任
)
は
、
八
月

一
三
日
以
来
の
米
機
動
部
隊
艦

載
機

の
来
襲
状
況
か
ら
米
軍
に
日
本
本
土
上
陸
の
企
図
あ
り
と
判
断
し
、

一
三
日
の
決
三

・
四

・
五

・
六

・
七
号
作
戦
警
戒
発
令
に
競
い

　　
　

て
、

一
五
日
午
前
に
決

一
、
二
、
十

一
、
十
二
、
十
三
号
作
戦
警
戒
を
追
加
発
令
し
た
。
海
軍
船
隊
司
令
部
の
本
土
決
戦
準
備
命
令
に
と

も
な

い
、
八
月

一
五
日
に
も
、
午
前

一
〇
時
か
ら

一
一
時
三
五
分
に
か
け
て
百
里
基
地
か
ら
彗
星
艦
爆

=

機
が
、
木
更
津
基
地
か
ら
流



星
艦
攻

一
機
が
発
進
、
房
総
半
島
沖
の
米
機
動
部
隊
に
た
い
し
て
体
当
た
り
攻
撃
を
か
け
、
少
な
く
と
も
う
ち
彗
星
八
機

・
流
星

一
機
が

　ヨ

撃
墜
さ
れ
て
い
る
。

米
機
動
部
隊
の
艦
載
機
約
二
五
〇
機
は
、

一
五
日
早
朝

(午
前
五
時
三
〇
分
頃
か
ら
七
時
三
〇
分
頃
に
か
け
て
)
、
関
東
地
方
に
来
襲

し
た
が
、
小
規
模
な
攻
撃
だ
け
で
引
き
揚
げ
た
。

一
四
日
に
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
に
任
命
さ
れ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
日
本
本
土
攻
撃

中
の
米
艦
艇

・
航
空
機
に
攻
撃
中
止
の
命
令
を
出
し
、
一
五
日
正
午
以
降
、
米
軍
に
よ
る
攻
撃
は
中
止
さ
れ
た
。
正
午
に
は
予
定
通
り

「玉

音
放
送
」
が
お
こ
な
わ
れ
、
日
本
国
民

・
将
兵
に
た
い
し
て
政
府

・
大
本
営
の
戦
争
終
結
意
図
が
伝
え
ら
れ
た
。
だ

が
、
「玉
音
放
送
」

は
停
戦
命
令
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
別
途
、
停
戦
の

「大
命
」
が
発
令
さ
れ
る
こ
と
を
大
本
営
は
各
車
司
令
部
に
通
達

し
て
い
る
。

一
四
日
付
で
公
布
さ
れ
た
終
戦
の
詔
書
が
、

一
五
日
正
午
に

「玉
音
放
送
」
と
し
て
公
に
さ
れ
る
と
、
大
本
営
は
、
陸
軍
部
隊
に
た

い

し
て
大
陸
命
第

一
三
八

一
号
を
発
令
し
た
。

41

大
陸
命
第

一
三
八

一
号

1

命

令

一

大
本
営
ノ
企
図
ス
ル
所

ハ
八
月
十
四
日

詔
書
ノ
主
旨

ヲ
完
遂
ス
ル
ニ
在
リ

ニ

各
車

ハ
別

二
命
令
ス
ル
迄
各
々
現
任
務
ヲ
続
行
ス
ヘ
シ

但
シ
積
極
進
攻
作
戦
ヲ
中
止
ス
ヘ
シ

又
軍
紀

ヲ
振
粛
シ
団
結
ヲ
輩
固

ニ
シ
テ

一
途
ノ
行
動

二
出
テ
且

ツ
内
地
、
朝
鮮
、
樺
太
及
台
湾

二
在
リ
テ
ハ
治
安
ノ
動
揺
防
止

二
努
ム
ヘ
シ

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日

奉
勅
伝
宣

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎



参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎
殿

第

一
総
軍
司
令
官

杉
山
元
殿

第
二
総
軍
司
令
官

畑
俊
六
殿

南
方
軍
総
司
令
官
伯
爵

寺
内
寿

一
殿

関
東
軍
総
司
令
官

山
田
乙
三
殿

支
那
派
遣
軍
総
司
令
官

岡
村
寧
次
殿

航
空
総
軍
司
令
官

河
辺
正
三
殿

第
五
方
面
軍
司
令
官

樋
口
季

一
郎
殿

第
八
方
面
軍
司
令
官

今
村
均
殿

42

第
十
方
面
軍
司
令
官

安
藤
利
吉
殿

1

第
三
十

一
軍
司
令
官

麦
倉
俊
三
郎
殿

　お
　

小
笠
原
兵
団
長

立
花
芳
夫
殿

こ

の
大
陸
命
第

一
三
八

一
号
は
、
「詔
書
ノ
主
旨
完
遂
」
「現
任
務
続
行
」
「積
極
進
攻
作
戦
ヲ
中
止
」
と

い
う
点
が
柱
に
な

っ
て
お
り
、

全
面
的
な
停
戦
命
令
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
じ
く

一
五
日
に
、
海
軍
部
隊
に
た
い
し
て
は
大
海
令
弟
四
七
号
が
発
令
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
大
海
令
も
大
陸
命
と
同
じ
く
、
「積
極
進
攻
作
戦
」
の
中
止

の
み
を
命
じ
た
も

の
で
あ
る
。

大
海
令
弟
四
七
号

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日

奉
勅

軍
令
部
総
長

豊
田
副
武



小
沢
海
軍
総
司
令
長
官
二
命
令

　
ぜ

何
分
ノ
令

ア
ル
迄
対
米
英
蘇
支
積
極
進
攻
作
戦

ハ
之
ヲ
見
合

ハ
ス
ベ
シ

大
陸
命
第

一
三
八

}
号
と
大
海
令
弟
四
七
号
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
陸
海
軍
部
隊
に
た
い
す
る
八
月

一
五
日
の
大
本
営
命
令
は
、
全
面

的
な
即
時
停
戦
命
令
で
な
く
、
「積
極
進
攻
作
戦
」

の
み
を
禁
じ
た
限
定
的
停
戦
命
令
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
日

本
軍
側
が
、
完
全
に
受
動
的
な
立
場
に
あ
り
、
防
戦

一
本
の
作
戦
し
か
展
開
で
き
な
い
時
点
で
の

「積
極
進
攻
作
戦
」
老
は
、
ど
の
よ
う

」
な
作
戦
で
あ
る
の
か
。
「積
極
進
攻
作
戦
」
を
文
字
ど
お
り

の
反
攻
作
戦
あ
る
い
は
攻
勢
作
戦
と
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ

は
日
本
軍
に
と

っ

て
は
、
す
で
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ

っ
た
。

日
本
軍
に
と

っ
て
す
で
に
不
可
能
な
こ
と
を
禁
じ
た

一
五
日
の
大
本
営
命
令
と
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持

つ
も

の
だ

っ
た
の
か
。
そ
れ

は
、
積
極
的
な
作
戦
は
停
止
す
る
が
、
攻
撃
を
受
け
れ
ば
反
撃
し
て
も
よ
い
、
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、

3

へ

　

何
が

「積
極
進
攻
作
戦
」
で
あ
り
、
何
が
そ
う
で
な
い
か
は
す
べ
て
現
地
司
令
官

・
部
隊
指
揮
官
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た

一

め
、
こ
の

一
五
日
の
大
本
営
命
令

(大
海
令
弟
四
七
号
)
を
停
戦
命
令
で
は
な

い
と
し
て
、
第
五
航
空
艦
隊
司
令
長
官

・
宇
垣
纏
中
将
は
、

同
日
午
後
五
時
、

一
一
機
の
特
攻
機
と
と
も
に
出
撃
し
て
し
ま

っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
特
攻
作
戦
で
は
、
.宇
垣
機
を
ふ
く
む
八
機
が
沖
縄

近
海

の
米
機
動
部
隊
に
突
入
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
米
軍
側
は
攻
撃
を
受
け
た
と
も
、
撃
墜
を
し
た
と
も
記
録
し
て

い
な

い
の
で
、
宇

垣
等
は
組
織
的
な
自
決
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

H

八
月

一
六
日
以
降
の
大
本
営
命
令

1

部
分
的
停
戦
か
ら
全
面
的
停
戦

へ

八
月

一
六
日
に
な
る
と
大
本
営
は
、

一
五
日
の

「積
極
進
攻
作
戦
」
禁
止
か
ら

一
歩
進
ん
で
、
条
件
付
き
で

「即
時
戦
闘
行
動
ヲ
停
止



ス
ヘ
シ
L
と
の
命
令
を
出
し
た
。

大
陸
命
第

=
二
八
二
号

命

令

一

第

一
総
軍
司
令
官
、
第
二
総
軍
司
令
官
、
関
東
軍
総
司
令
官
、
支
那
派
遣
軍
船
司
令
官
、
南
方
軍
船
司
令
官
、
航
空
総
軍
司
令

官
、
第
五
方
面
軍
司
令
官
、
第
八
方
面
軍
司
令
官
、
第
十
方
面
軍
司
令
官
、
第
三
十

一
軍
司
令
官
、
小
笠
原
兵
団
長
及
参
謀
総

長

ハ
即
時
戦
闘
行
動

ヲ
停
止

ス
ヘ
シ

但

シ
停
戦
交
渉
成
立

二
至
ル
問
敵
ノ
来
攻

二
方
リ
テ
ハ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
自
衛
ノ
為
ノ
戦
闘
行
動

ハ
之
ヲ
妨
ケ

ス

諸
部
隊

ハ
宿
営
、
給
養
等
ノ
便

ヲ
顧
慮
シ
適
宜
ノ
地
域

二
集
結
シ
爾
後
ノ
行
動
ヲ
準
備
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

二

前
項
各
車
司
令
官

ハ
戦
闘
行
動
ヲ
停
止
七
八
其
日
時

ヲ
速

二
報
告
ス
ヘ
シ

414

三

細
項

二
関
シ
テ
ハ
参
謀
総
長
ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

昭
和
二
十
年
八
月
十
六
日

奉
勅
伝
宣

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎
殿

第

一
総
軍
司
令
官

杉
山
元
殿

第
二
総
軍
司
令
官

畑
俊
六
殿

関
東
軍
総
司
令
官

山
田
乙
三
殿

支
那
派
遣
軍
船
司
令
官

岡
村
寧
次
殿

南
方
軍
船
司
令
官
伯
爵

寺
内
寿

一
殿



航
空
総
軍
司
令
官

河
辺
正
三
殿

第
五
方
面
革
司
令
官

樋
口
季

一
郎
殿

第
八
方
面
軍
司
令
官

今
村
均
殿

第
十
方
面
軍
司
令
官

安
藤
利
吉
殿

第
三
十

一
軍
司
令
官

麦
倉
俊
三
郎
殿

お
　

小
笠
原
兵
団
長

立
花
芳
失
殿

こ
の
大
陸
命
第

=
二
八
二
号
に
お
い
て
、
大
本
営
は
陸
軍
全
部
隊
に
た
い
し
て

「即
時
戦
闘
行
動
ヲ
停
止
ス
ヘ
シ
」
と
命
じ

つ
つ
も
、

「止

ム
ヲ
得
サ
ル
自
衛
ノ
為
ノ
戦
闘
行
動

ハ
之
ヲ
妨
ケ
ス

」
と
、
自
衛
戦
闘
に
つ
い
て
は
除
外
し
た
。
こ
の
大
陸
命

の
第
三
項
に
基
づ
き
、

一
六
日
に
大
陸
指
窮
策
二
五
四
四
号
が
関
東
軍
総
司
令
官
宛
に
、

一
八
日
に
大
陸
指
第
二
五
四
五
号
が
支
那
派
遣
軍
船
司
令
官
宛

に
、

一

45

九
日

に
大
陸
指
第
二
五
四
六
号
が
第
五
方
面
軍
司
令
官
宛
に
、
二

一
日
に
大
陸
指
第
二
五
四
七
号
が
南
方
軍
船
司
令
官

・
第
八
方
面
軍
司

1

　　
　

令
官

・
第
十
方
面
軍
司
令
官
宛
に
発
令
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
戦
闘
行
動
を
停
止
す
る
た
め
の
局
地
停
戦
交
渉
に
入
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
大
陸
指
に
よ

っ
て
ソ
連
軍
と
交
戦
中
の
関
東
軍
総
司
令
官

・
第
五
方
面
軍
司
令
官
に
た
い
し
て
の
み
、
他
方
面
に
先
行

し
て
局
地
停
戦
交
渉
と
あ
わ
せ
て
武
器
引
き
渡
し
を
実
施
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

(他
の
軍
司
令
官

に
た
い
し
て
は
、
二
四
日
に
大
陸

指
第
二
五
五
七
号
を
も

っ
て
許
可
命
令
が
出
た
)
。

八
月

一
六
日
に
は
、
海
軍
部
隊
に
た
い
す
る
大
海
令
弟
四
八
号
も
発
令
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
大
陸
命
第

=
二
八
二
号
と
同
様
に
、

自
衛

の
た
め
の
戦
闘
行
為
を
除
い
て
の
即
時
戦
闘
行
動
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

大
海
令
弟
四
八
号

昭
和
二
十
年
八
月
十
六
日



奉
勅

軍
令
部
総
長

豊
田
副
武

草
鹿
南
東
方
面
艦
隊
司
令
長
官

大
川
内
南
西
方
面
艦
隊
司
令
長
官

小
沢
海
軍
総
司
令
長
官

二
命
令

一
、
南
東
方
面
艦
隊
司
令
長
官
、
南
西
方
面
艦
隊
司
令
長
官
及
海
軍
総
司
令
長
官

ハ
指
揮
下
海
陸
軍
全
部
隊

ヲ
シ
テ
即
時
戦
闘
行
動

ヲ
停
止
セ
シ
ム
ベ
シ

但
シ
停
戦
交
渉
成
立

二
至
ル
間
敵
ノ
来
攻

二
当
リ
テ
ハ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
自
衛
ノ
為
ノ
戦
闘
行
為
ハ
之
ヲ
妨
ゲ
ズ

ニ
、
前
項
各
司
令
長
官

ハ
戦
闘
行
動
ヲ
停
止
セ
バ
其
ノ
日
時
ヲ
直

二
報
告
ス
ベ
シ

　コ

三
、
細
項

二
関
シ
テ
ハ
軍
令
部
総
長
ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

6　

す
な
わ
ち
、
八
月

一
六
日
の
大
本
営
命
令
も
ま
だ
全
面
的
な
停
戦
命
令
で
は
な
く
、
自
衛
戦
闘
を
妨
げ
ず
と
し
た
、
限
定
的
停
戦
命
令

1

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
大
本
営
は
、

一
五
日
の

「積
極
進
攻
作
戦
」
禁
止
命
令
か
ら
、

一
六
日
の
自
衛
戦
闘
を
除
く
即
時
停
戦
命
令

へ
、

そ
し
て
翌

一
七
日
以
降
に
無
条
件
の
全
面
的
停
戦
の
予
告

へ
と
進
ん
で
い
く
。
無
条
件

・
全
面
的
停
戦
の
予
告
の
最
初
は
、

一
七
日
に
発

令
さ
れ
た
海
軍
部
隊
に
対
す
る
大
海
令
弟
四
九
号
で
あ
る
。

大
海
令
第
四
九
号

昭
和
二
十
年
八
月
十
七
日

[中
略

奉
勅
伝
宣
者
、
命
令
宛
先
は
第
四
八
号
と
同
じ
]

一
、
南
東
方
面
艦
隊
司
令
長
官
、
南
西
方
面
艦
隊
司
令
長
官
及
海
軍
総
司
令
長
官

ハ
別

二
定
ム
ル
時
機
以
後
指
揮
下
海
陸
軍
全
部
隊

ヲ
シ
テ

一
切
ノ
戦
闘
行
為
ヲ
停
止
セ
シ
ム
ベ
シ



但
シ
停
戦
交
渉
成
立

二
至
ル
間
敵
ノ
来
攻

二
当
リ
テ
ハ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
自
衛
ノ
為
ノ
戦
闘
行
為

ハ
之

ヲ
妨
ゲ
ズ

ニ
、
前
項
各
司
令
長
官

ハ
指
揮
下
各
部
隊

(艦
艇
)
ヲ
シ
テ
給
養

二
便
ナ
ル
適
宜
ノ
地
域

(固
有
繋
留
港
内
地
所
在
ノ
モ
ノ
ハ
成
ル

可
ク
所
属
軍
港
)
二
集
結
シ
爾
後

ノ
処
理

二
関
シ
準
備
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

　　
　

三
、
細
項

二
関
シ
テ
ハ
軍
令
部
総
長
ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

つ
ま
り
、
こ
の
大
本
営
命
令
に
よ
り
、
大
本
営
が
別
に

(後
で
)
指
定
す
る
時
期
を
も

っ
て
全
面
的
な
停
戦
に
移
行
す
る
こ
と
が
予
告

さ
れ
た
の
で
あ
る
(自
衛
戦
闘
の
遂
行
に
つ
い
て
も
現
地
で
の
停
戦
交
渉
成
立
ま
で
と
、
さ
ら
に
期
限
が
限
定
さ
れ
た
上

で
容
認
さ
れ
た
)
。

全
面
停
戦
移
行

へ
の
予
告
は
、
陸
軍
は
海
軍
に

一
日
遅
れ
て
、
翌

一
八
日
に
大
陸
命
第

=
二
八
五
号
と
し
て
発
令
し
て

い
る
。

大
陸
命
第

=
二
八
五
号

命

令

47

一

別
二
示

ス
時
機
以
降
第

一
総
軍
司
令
官
、
第
二
総
軍
司
令
官
、
関
東
軍
総
司
令
官
、
支
那
派
遣
軍
船
司
令
官
、
南
方
軍
船
司
令

1

官
、
航
空
総
軍
司
令
官
、
第
五
方
面
軍
司
令
官
、
第
八
方
面
軍
司
令
官
、
第
十
方
面
軍
司
令
官
、
第
三
十

一
軍
司
令
官
、
小
笠

原
兵
団
長
及
参
謀
総
長

二
与

ヘ
タ
ル
作
戦
任
務
ヲ
解
ク

ニ

前
項
各
司
令
官

ハ
同
時
機
以
降

一
切
ノ
武
力
行
使
ヲ
停
止
ス
ヘ
シ

三

詔
書
換
発
以
後
敵
軍
ノ
勢
力
下
二
人
リ
タ
ル
帝
国
陸
軍
軍
人
軍
属
ヲ
俘
虜
ト
認
メ
ス

速

二
隷
下
末
端
至
ル
迄
軽
挙

ヲ
戒
メ

皇
国
将
来
ノ
興
隆
ヲ
念
シ
隠
忍
自
重

ス
ヘ
キ
旨

ヲ
徹
底
セ
シ
ム

ヘ
シ

昭
和
二
十
年
八
月
十
八
日

[後
略

奉
勅
伝
宣
者
は
大
陸
命
第

=
二
八
二
号
と
同
じ
、
命
令
受
領
者
は
同
号
に

「陸
軍
大
臣

稔
彦
王
殿
下
」
と

「教
育
総
監

　　

土
肥
原
賢
二
殿
」
を
加
え
る
]



こ
の
大
陸
命
で
は
、
前
日
の
大
海
令
第
四
九
号
と
は
異
な
り
、
た
だ
全
面
停
戦
移
行

へ
の
予
告
を
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
第

一
項
で
各

車
司
令
官
の
作
戦
任
務
解
除
の
予
告
を
お
こ
な
い
、
ま
た
、
第
三
項
に
お
い
て

一
四
日
の

「詔
書
換
発
」
以
後
に
連
合
軍

の
勢
力
下
に
入

っ

た
日
本
軍
人

・
軍
属
は

「俘
虜
」
で
は
な

い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
将
兵
に
た
い
し
て
捕
虜
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
き
た
天
皇

の
軍
隊

は
、
各
車
司
令
官

・
鮭
隊
司
令
長
官
以
下
す
べ
て
の
将
兵
が
敵
側
の
勢
力
下
に
は
い
る
こ
と
を
、
あ
く
ま
で
も

「俘
虜

」
で
は
な
い
と
強

弁
し
た
。
日
本
軍
将
兵
は
、
連
合
軍
に
降
伏
し
て

「俘
虜
」
に
な
る
の
で
は
な
く
、
天
皇

の
命
令

で
戦
闘
を
停
止
し
、
命

に
よ

っ
て
連
合

軍

の
管
理
下
に
入
る
の
だ
、
と
い
う
体
裁
を
と

っ
た
の
で
あ
る
。

海

軍
も
ほ
ぼ
同
様

の
命
令
を
翌

一
九
日
に
大
海
令
第
五
〇
号
と
し
て
発
令
し
て
い
る
。

大
海
令
第
五
〇
号

昭
和
二
十
年
八
月
十
九
日

814

奉
勅

軍
令
部
総
長

豊
田
副
武

草
鹿
南
東
方
面
艦
隊
司
令
長
官

大
川
内
南
西
方
面
艦
隊
司
令
長
官

小
沢
海
軍
総
司
令
長
官

福
留
第
十
方
面
艦
隊
司
令
長
官

志
摩
高
雄
警
備
府
司
令
長
官

二
命
令

一
、
大
海
令
弟
四
十
九
号

二
於
ケ
ル

一
切
ノ
戦
闘
行
為
ヲ
停
止
ス
ベ
キ
時
機

ヲ
海
軍
総
司
令
長
官
指
揮
下
部
隊
二
在
リ
テ
ハ
昭
和
二

十
年
八
月
二
十
二
日
零
時
ト
ス

但
シ
支
那
方
面
艦
隊
二
関
シ
テ
ハ
追

テ
定

ム

ニ
、
前
項
所
定
時
機
以
後
海
軍
総
司
令
長
官
拉

二
其
指
揮
下
海
陸
軍
部
隊
ノ
作
戦
任
務

ヲ
解
ク



三
、
今
次
ノ
詔
書
換
発
以
後
敵
軍
ノ
勢
力
下
二
人
リ
タ
ル
帝
国
海
軍
々
人
軍
属

ハ
之
ヲ
俘
虜
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ズ
又
上
命

二

基
キ
敵
ノ
指
令

二
従
フ
武
器
引
渡
其
ノ
他

一
切
ノ
行
為

ハ
之

ヲ
降
服
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ズ

　　

速

二
部
下
末
端

二
至
ル
迄
軽
挙
ヲ
戒
メ
皇
国
将
来
ノ
興
隆
ヲ
念
ジ
隠
忍
自
重
ス
ベ
キ
旨

ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ベ
シ

前
日

一
八
日
発
令
の
大
陸
命
第

=
二
八
五
号
の
主
旨
に
加
え
て
、
こ
の
大
海
令
第
五
〇
号
で
は
、
第

一
項
に
お

い
て
本
土
周
辺
を
作
戦

区
域
と
す
る
海
軍
総
司
令
長
官
が
指
揮
す
る
海
軍
船
隊
の
全
面
的
停
戦
期
日
を
二
二
日
零
時
と
明
示
し
、
第
三
項
で
、
連
合
軍

へ
の
武
器

引
き
渡
し
は

「降
服
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、
支
那
方
面
艦
隊
は
、
海
軍
総
司
令
長
官

(海
軍
総

隊
)

の
指
揮
下
に
あ

っ
た
が
、
二
二
日
零
時

の
全
面
的
停
戦

の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
国
を
例
外
と
す
る
措
置
は
、
後
述
す
る

よ
う

に
陸
軍
部
隊
に
た
い
し
て
も
同
様

に
な
さ
れ
て
い
る
。

大
海
令
第
五
〇
号
と
同
日
に
発
令
さ
れ
た
大
陸
命
第

=
二
八
六
号
か
ら
、
大
本
営
は
、
出
先
の
陸
軍
部
隊
司
令
部
に
た

い
し
て
全
面
的

9　

停
戦

の
期
日
の
指
定
を
は
じ
め
た
が
、
全
部
隊
の
同
時

一
斉
停
戦
で
は
な
く
、
第

一
段
階
と
し
て
日
本
本
土
と
そ
の
周
辺
を
担
当
区
域
と

一

す
る
部
隊
か
ら
始
め
て
、
第
二
段
階
に
遠
隔
地
の
部
隊
に
お
よ
ぶ
と

い
う
軍
別

・
地
域
別
の
停
戦
実
施
と
い
う
方
法
を
と

っ
た
。
停
戦
の

期
日
指
定
に
関
す
る
大
陸
命
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

大
陸
命
第

=
二
八
六
号

命

令

一

大
陸
命
第
千
三
百
八
十
五
号
第

一
、
第
二
項

二
示
ス
時
機

ハ
、
第

一
総
軍
、
第
二
総
軍
、
航
空
総
軍
二
在
リ

テ
ハ
昭
和
二
十
年

八
月
二
十
二
日
零
時
ト
ス

ニ

細
項

二
関
シ
テ
ハ
参
謀
総
長

ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

昭
和
二
十
年
八
月
十
九
日



奉
勅
伝
宣

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎

第

一
総
軍
司
令
官

杉
山
元
殿

第
二
総
軍
司
令
官

畑
俊
六
殿

　
む

航
空
総
軍
司
令
官

河
辺
正
三
殿

日
本
本
土

(北
海
道
は
除
く
)
を
作
戦
地
域
と
し
て
い
る
第

一
・
第
二

・
航
空
総
軍
に
は
、
八
月
二
二
日
零
時
を
も

っ
て

「
一
切
ノ
武

力
行
使
ヲ
停
止
」
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
第

一
・
第
二

・
航
空
総
軍
以
外
の
外
地
と
北
海
道

の
作
戦
軍
に
た
い
し

て
は
、
二
二
日
に

大
陸
命
第

一
三
八
八
号
が
発
令
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
部
隊
は
、
八
月
二
五
日
零
時
を
も

っ
て
の
全
面
的
停
戦
に
移
行
す
る

こ
と
が
命
じ
ら
れ

た
が
、
そ
の
際
に
中
国
に
展
開
す
る
支
那
派
遣
軍
に
た

い
し
て
の
み
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

大
陸
命
第

=
二
八
八
号

015

命

令

一

大
陸
命
第
千
三
百
八
十
五
号
第

一
、
第
二
項

二
示
ス
時
機

ハ
、
南
方
軍
、
支
那
派
遣
軍
、
関
東
軍
、
第
五
、
第
八
、
第
十
方
面

軍
、
第
三
十

一
軍
及
小
笠
原
兵
団

二
在
リ
テ
ハ
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
五
日
零
時
ト
ス

但
シ
支
那
派
遣
軍

ハ
重
慶
軍
及
延
安
寧
ノ
無
秩
序
ナ
ル
行
動

二
対
シ
万
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
局
地
的
自
衛
ノ
措
置
ヲ
実
施

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

二

第
十
七
方
面
軍
ヲ
関
東
軍
戦
闘
序
列
ヨ
リ
除
ク

但
シ
関
東
軍
総
司
令
官

ハ

「
ソ
」
軍
二
対
ス
ル
停
戦

二
関
シ
第
十
七
方
面
軍
司
令
官
ヲ
指
揮
ス
ヘ
シ

指
揮
隷
属
転
移
ブ
時
機

ハ
八
月
二
十
五
日
零
時
ト
ス

三

組
項

二
関
シ
テ
ハ
参
謀
総
長

ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム



昭
和
二
十
年
八
月
二
十
二
日

奉
勅
伝
宣

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎
殿

南
方
軍
総
司
令
官
伯
爵

寺
内
寿

一
殿

支
那
派
遣
軍
総
司
令
官

岡
村
寧
次
殿

関
東
軍
総
司
令
官

山
田
乙
三
殿

第
五
方
面
軍
司
令
官

樋
口
季

一
郎
殿

第
八
方
面
軍
司
令
官

今
村
均
殿

第
十
方
面
軍
司
令
官

安
藤
利
吉
殿

51

第
十
七
方
面
軍
司
令
官

上
月
良
夫
殿

1

航
空
総
軍
司
令
官

河
辺
正
三
殿

第
三
十

一
軍
司
令
官

麦
倉
俊
三
郎
殿

ま

　

小
笠
原
兵
団
長

立
花
芳
夫
殿

こ
の
八
月
二
二
日
付

の
大
陸
命
第

一
三
八
八
号
を
も

っ
て
、
北
海
道
と
植
民
地

・
占
領
地
に
展
開
す
る
全
て
の
陸
軍
部
隊
に
た
い
し
て

二
五
日
零
時
以
降

「
一
切
ノ
武
力
行
使

ヲ
停
止
」
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
同
大
陸
命
第

一
項
に
お
い
て

「支
那
派

遣
軍

ハ
重
慶
軍
及
延
安
寧
ノ
無
秩
序
ナ
ル
行
動

二
対
シ
万
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
局
地
的
自
衛
ノ
措
置
ヲ
実
施
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
、

ヰ
国
に
お
け
る
日
本
軍
に
た
い
し
て
だ
け
は
、
依
然
と
し
て
自
衛
戦
闘
を
容
認
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
と
の
戦
争
が
終
息
す
る
や
、
国
民

党
軍
と
共
産
党
軍
と
の
問
で
の
衝
突

・
戦
闘
が
拡
大
し
、
治
安
状
況
が
悪
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
し
た
措
置
で
は
あ
る
が
、
そ
れ



よ
り
も
中
国
に
た

い
す
る
敗
戦
意
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

陸
軍
は
、
大
陸
命
第

=
二
八
八
号
に
よ
り
二
五
日
零
時
以
降
の
全
面
的
停
戦
を
命
じ
、
海
軍
は
同
じ
く
二
二
日
付

の
大
海
令
第
五
四
号

に
お

い
て
外
地
部
隊
の
艦
隊
司
令
長
官
に
た

い
し
て

「速

二
全
面
的
停
戦
ヲ
指
導

ス
ベ
シ
」
と
下
令
し
た
。
陸
軍

(大

陸
命
)
は
二
五
日

零
時
と
期
日
を
定
め
て
の
停
戦
命
令
で
あ

っ
た
が
、
海
軍

(大
海
令
)
は

「速
に
」
と
し
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
細
部
に

い
た
る
ま
で
大
本

営

(参
謀
本
部
)
の
命
令
で
し
ば
る
陸
軍
と
、
大
本
営

(軍
令
部
)
は
大
綱
を
示
す
だ
け
に
と
ど
め
る
海
軍
と
の
性
格

の
違

い
も
あ
る
が
、

期
日
を
定
め
て
停
戦
を
確
実

の
も

の
に
し
た

い
陸
軍
と
切
迫
し
た
問
題
が
少
な
い
海
軍
と
の
違
い
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

大
海
令
第
五
四
号

昭
和
二
十
年
八
月
二
十
二
日

奉
勅

軍
令
部
総
長

曲豆
田
副
武

215

草
鹿
南
東
方
面
艦
隊
司
令
長
官

大
川
内
南
西
方
面
艦
隊
司
令
長
官

福
田
支
那
方
面
艦
隊
司
令
長
官

二
命
令

一
、
南
東
方
面
艦
隊
司
令
長
官
、
南
西
方
面
艦
隊
司
令
長
官
、
支
那
方
面
艦
隊
司
令
長
官

ハ
速

二
全
面
的
停
戦
ヲ
指
導

ス
ベ
シ

ニ
、
武
装
解
除
其
ノ
他
爾
後
ノ
処
理
ハ
極
力
之
が
促
進

二
努
ム
ベ
シ

実
施
ノ
要
領

二
関
シ
テ
ハ
現
地
ノ
実
情

二
即
シ
陸
軍
ト
密

二
協
同
、
所
在
聯
合
国
軍
最
高
指
揮
官
ト
折
衝
ス
ベ
シ

三
、
撤
兵
二
関
シ
テ
ハ
後
令

ス

　お
　

四
、
細
項
二
関
シ
テ
ハ
軍
令
部
総
長

ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

以
上
の
よ
う
に
、
大
本
営
は
、
「積
極
進
攻
作
戦
」
禁
止

(八
月

一
五
日
発
令
)、
自
衛
戦
闘
を
除
く
戦
闘
の
即
時
停
止

(
一
六
日
発
令
)
、



全
面
的
な
停
戦
実
施
の
予
告

(海
軍

一
七
日
、
陸
軍

一
八
日
発
令
)
、
内
地
部
隊
の
全
面
的
な
戦
闘

の
停
止

(
一
九
日
発
令

・
二
二
日
実
施
)、

北
海
道
と
外
地
部
隊
の
全
面
的
な
戦
闘
の
停
止

(二
二
日
発
令

・
二
五
日
実
施
、
中
国
の
み
例
外
)
、
と
段
階
的
に
停
戦
命
令
を
強
化
し

て
ゆ
き
、
次
に
武
装
解
除
命
令

へ
と
進
ん
で
い
く
。
こ
の
段
階
的
な
停
戦
命
令
強
化
は
、
戦
闘
状
態
か
ら
戦
闘
停
止
、
武
装
解
除

・
降
伏

・

復
員

へ
と
戦
闘
部
隊
を
移
行
さ
せ
て
い
く
上
で
の
技
術
的
な
手
法
で
も
あ

っ
た
が
、
八
月

一
五
日
正
午
を
過
ぎ
て
も
依
然
と
し
て
戦
闘
が

継
続
し
て
い
る
対
ソ
戦
の
状
況
を
に
ら
ん
で
の
措
置
で
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
本
営
の
武
装
解
除
命
令
に
つ
い
て
見
る
前
に
、
対
ソ

戦

(樺
太

・
千
島
列
島
)
の
経
過
と
大
本
営
命
令
発
令
と
の
関
係
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

樺
太
お
い
て
ソ
連
軍
は
、
す
で
に
八
月

=

日
よ
り
国
境
線
を
越
え
て
、
南
半
部

へ
の
進
攻
を
開
始
し
て
い
た
。
日
本
の
大
本
営
が

「積

極
進
攻
作
戦
」
禁
止
を
命
じ
た
八
月

一
五
日
、
極
東

ソ
連
軍
船
司
令
官
ワ
シ
レ
フ
ス
キ
i
元
帥
は
、
樺
太
の
真
岡

(ホ
ル
ム
ス
ク
)

へ
の

上
陸
作
戦
の
実
施
と
二
五
日
ま
で
に
千
島
列
島
を
占
領
す
る
よ
う
命
令
を
下
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
樺
太
南
部
で
は

一
六
日
以
降
も
戦
闘

3　

が
継
続
し
て
お
り
、
大
本
営
は
、
戦
闘
行
動
の
即
時
停
止
を
命
じ
た
が
、
対

ソ
戦
の
状
況
も
あ
り

「自
衛
戦
闘
」
を
除
外
し
な
い
わ
け
に

一

は
い
か
な
か

っ
た
。
大
本
営
の

「自
衛
戦
闘
」
除
外
命
令
に
よ
り
、
樺
太
を
担
当
区
域
と
す
る
第
五
方
面
軍

(司
令
部

・
札
幌
)
は
、

一

　ム
　

六
日
、
樺
太
の
第
八
八
師
団
に
た
い
し
て

「自
衛
戦
闘
」
の
実
施
と

「南
樺
太
死
守
」
を
命
じ
た
。
こ
の
後
も
、
し
ば
ら
く
停
戦
の
き

っ

か
け
が
な
く
、
大
本
営
も
第
五
方
面
軍
も
停
戦
命
令
発
令

の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
図
り
か
ね
て
い
た
。

一
九
日
の
第

一
次
の
全
面
的
停
戦
命
令

(二
二
日
実
施
)
に
は
、
北
海
道
の
第
五
方
面
軍
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。

八
月
二
〇
日
、
ソ
連
軍
は
、
海
軍
艦
艇
の
艦
砲
射
撃
の
支
援

の
も
と
に
、
樺
太
南
端
部
の
真
岡
に
別
働
部
隊
を
上
陸
さ
せ
た
。
同
日
、

日
本
側
軍
使
が
ソ
連
兵
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
る
事
件
が
お
こ
り
、
現
地
で
の
停
戦
交
渉
は
な
か
な
か
始
め
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
二
二
日
に

な
っ
て
、
よ
う
や
く
現
地
で
日
本
軍
第
八
八
師
団
首
脳
と
ソ
連
軍
側
の
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
、
停
戦
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
よ
う

や
く
大
本
営
命
令
発
令
の
き

っ
か
け
が
訪
れ
た
。
第
五
方
面
軍
が
担
当
す
る
も
う

一
つ
の
戦
場
で
あ
る
千
島
列
島
で
の
戦
闘
も
、
す
で
に



こ
の
時
点
で

一
段
落
が
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

八
月

一
六
日
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島

ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
よ
り
出
航
し
た
ソ
連
軍
の
千
島
占
領
部
隊
は
、

一
七
日
深
夜
に
千
島
列
島

北
端

の
占
守
島
沖
に
到
着
、

一
八
日
午
前

一
時
半
過
ぎ
か
ら
上
陸
作
戦
を
は
じ
め
た
。
占
守
島
に
は
第
五
方
面
軍

の
第
九

一
師
団
を
基
幹

と
す

る
約
二
万
三
〇
〇
〇
人
の
日
本
陸
海
軍
部
隊
が
い
た
。
占
守
島

の
日
本
軍
は
、
「自
衛
戦
闘
」
と
解
釈
し
て
上
陸

し
て
き
た
ソ
連
軍

に
た

い
し
て
海
岸
線
付
近
で
反
撃
し
、
激
し
い
戦
闘
と
な

っ
た
。

一
人
目
午
後
、
守
備
隊
の
上
級
司
令
部
で
あ
る
第
五
方
面
軍
は
、
大
本

営

に
よ
る
全
面
的
な
停
戦
実
施
の
予
告

に
接
し
、
占
守
島
守
備
隊
に
停
戦
督
促
命
令
を
下
し
た
。
翌

一
九
日
午
後
四
時
、
現
地
日
ソ
両
軍

の
間

で
停
戦
協
定
が
成
立
し
た
。

樺
太

・
千
島
の
戦
況
を
見
な
が
ら
、
外
地
部
隊
に
た
い
す
る
大
陸
命
発
令

の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
図

っ
て
い
た
大
本
営
は
、
八
月
二
二
日
、

外
地
各
車
と
第
五
方
面
軍
に
た
い
す
る
第
二
次

の
全
面
的
停
戦
命
令

(二
五
日
実
施
)
を
下
令
し
た
の
で
あ
る
。

2

大
本
営
に
よ
る
武
装
解
除
命
令

陸
軍
は
八
月
二
五
日
以
降

の
全
面
停
戦
を
命
じ
た
大
陸
命
第

一
三
八
八
号
に
基
づ

い
て
、
二
二
日
に
大
陸
指
第
二
五
五
二
号
を
外
地
の

陸
軍
各
車
司
令
官
に
発
し
て
現
地
停
戦
交
渉
の
相
手
を
特
定
し
た

(さ
ら
に
二
七
日
発
令
の
大
陸
指
第
二
五
五
八
号

に
よ
っ
て
補
足
〉
。

ま
た
、
同
じ
八
月
二
二
日
、
海
軍
は
大
海
令
第
五
三
号
を
も

っ
て
日
本
本
土
と
そ
の
近
海
を
作
戦
区
域
と
す
る
各
部
隊

の
自
主
的
な
武
装

解
除
を
命
じ
て
い
る
。

大
海
令
第
五
三
号

昭
和
二
十
年
八
月
二
十
二
日

奉
勅

軍
令
部
総
長

豊
田
副
武
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小
沢
聯
合
艦
隊
司
令
長
官

杉
山
佐
世
保
鎮
守
府
司
令
長
官

戸
塚
横
須
賀
鎮
守
府
司
令
長
官

田
結
舞
鶴
鎮
守
府
司
令
長
官

金
沢
呉
鎮
守
府
司
令
長
官

岡
大
阪
警
備
府
司
令
長
官

原
第
四
艦
隊
司
令
長
官

宇
垣
大
湊
警
備
府
司
令
長
官

山
口
鎮
海
警
備
府
司
令
長
官

55

寺
岡
第
三
航
空
艦
隊
司
令
長
官

1

醍
醐
第
六
艦
隊
司
令
長
官

前
田
第
十
航
空
艦
隊
司
令
長
官

大
森
第
七
艦
隊
司
令
長
官

草
鹿
第
五
航
空
艦
隊
司
令
長
官

二
命
令

一
、
大
本
営
ノ
企
図

ハ
為
シ
得

ル
限
り
速

二
我
軍
ノ
武
装
ヲ
自
発
的

二
解
除
シ
以
テ
進
駐
シ
来
ル
聯
合
国
軍
ト
無
用
ノ
紛
争
ヲ
避
ケ

我
が
信
義
ヲ
中
外

二
宣
明
ス
ル
ニ
在
リ

ニ
、
聯
合
艦
隊
司
令
長
官
、
佐
世
保
、
横
須
賀
、
舞
鶴
、
呉
各
鎮
守
府
司
令
長
官
、
大
阪
、
大
湊
、
鎮
海
各
警
備
府
司
令
長
官
、
第

三
、
第
五
、
第
十
航
空
艦
隊
司
令
長
官
、
第
四
、
第
六
、
第
七
各
艦
隊
司
令
長
官
、
第

一
護
衛
艦
隊
司
令
長
官

ハ
既
令

二
依

ル



ノ
外
連

二
指
揮
下
全
兵
力
ヲ
シ
テ
還
納
其
ノ
他
適
宜
ノ
形
式
二
依
リ
自
発
的

二
其

ノ
武
装
ヲ
解
除
セ
シ
ム
ベ
シ

三
、
前
項
各
司
令
長
官

ハ
武
装
解
除
後
ノ
治
安
維
持
拉

二
兵
器
需
品
、
其
ノ
他
軍
事
施
設
等

ノ
監
視
保
管

二
任
ゼ

シ
ム
ル
為
所
要
最

小
限
ノ
兵
力

二
憲
兵
的
ノ
任
務
ヲ
附
与
シ
所
要
ノ
武
装
ヲ
保
持
セ
シ
メ
之
ヲ
存
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
之
ヲ
海
軍
保
安
隊
ト
称
セ
シ

ム

　お
　

四
、
細
項

二
関
シ
テ
ハ
軍
令
部
総
長
ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

進
駐
し
て
く
る
連
合
国
軍
と
の
摩
擦
回
避
に
つ
い
て
大
本
営
は
、
聯
合
艦
隊

・
横
須
賀
鎮
守
府

・
佐
世
保
鎮
守
府

・
第
三
航
空
艦
隊

・

第
五
航
空
艦
隊

・
第
十
航
空
艦
隊
の
各
司
令
長
官
宛
に
す
で
に
二

一
日
付
の
大
海
令
弟
五
二
号
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
命
令
を
下
し
て
い

る
。

一
、
聯
合
国
軍
ハ
八
月
二
十
六
日
以
降
厚
木
飛
行
場
、
横
須
賀
軍
港
及
鹿
屋
方
面
二
対
シ
逐
次
進
駐
ヲ
開
始
セ
ン
ト
シ
ア
リ

6ら

二
、
大
本
営
ノ
企
図
ハ
右
聯
合
国
軍
ノ
進
駐
ヲ
円
滑

二
実
施
セ
シ
ム
ル
ト
共

二
進
駐
地
域
附
近
ノ
治
安
維
持

二
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
メ
以

1

　　
　

テ
我
が
信
義
ヲ
中
外

二
宣
明
ス
ル
ニ
在
リ

八
月
二
二
日
付
の
大
海
令
弟
五
三
号
に
お
い
て

「速

二
指
揮
下
金
兵
力
ヲ
シ
テ
還
納
其
ノ
他
適
宜
ノ
形
式

二
依
リ
自

発
的

二
其

ノ
武
装

ヲ
解
除
セ
シ
ム
ベ
シ
」
と
し
て
い
る
点
は
興
味
深

い
。
停
戦
実
現
後
、
各
車
司
令
官
は

「指
揮
下
金
兵
力
」
を

「還
納

」
し
、
そ
の
後
、

部
隊

の
武
装
を

「自
発
的
」
に
解
除
せ
よ
と

い
う
わ
け
だ
が
、
こ
の

「還
納
」
と
は
、
天
皇
か
ら
預
か

っ
た
将
兵
を
返
す
と
い
う

こ
と
で

あ
り
、
具
体
的
に
は
、
部
隊
の
任
務
を
解
除
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

武
装
解
除
に
関
す
る
陸
軍
の
命
令
は
、
二
二
日
付
の
大
陸
命
第

=
二
八
八
号
に
基
づ
い
て
、
二
七
日
付
の
大
陸
指
第

二
五
五
八
号
以
降

の

一
連

の
大
陸
指
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
南
方
軍
、
支
那
派
遣
軍
、
第
十
方
面
軍
、
第
十
七
方
面
軍
の
各

(総
)
司
令
官
宛

の
大
陸

指
第

二
五
五
八
号
第
五
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。



停
戦

二
関
ス
ル
交
渉

ニ
ハ
我
軍
武
装
ノ
解
除
兵
器
、
其
他
軍
需
品
ノ
移
譲
、
治
安
ノ
維
持
、
我
軍
爾
後
ノ
宿
営
、
給
養
等
ヲ
モ
含
ム

モ
ノ
ト
シ
関
係
聯
合
国
指
揮
官
ト
ノ
交
渉

二
伴
ヒ
逐
次
之
ヲ
実
行

二
移

ス
モ
ノ
ト
シ
東
京

二
於
ケ
ル
正
式
調
印

(九
月
二
日
ノ
予
定
)

直
後
発
令
セ
ラ
ル
ル
予
定
ノ
大
陸
命

(内
容

ハ
概
ネ
参
電
第
六
五
三
号
ノ
如
シ
)
受
領
後
成
ル
可
ク
速

二
局
地
処
理
ヲ
完
結
シ
得
ル

　を

如
ク
進
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

こ
の
八
月
二
七
日
付
の
大
陸
指
第
二
五
五
八
号
に
よ
れ
ば
、
武
装
解
除
等
は
、
現
地
交
渉
に
よ
っ
て
逐
次
実
行
に
移

し
、
東
京
で
の
降

伏
文
書
調
印
直
後
に
発
令
予
定
の
大
陸
命
受
領
後
、
速

や
か
に
現
地
処
理
を
完
結
せ
よ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
九
月
二
日
以
降
に
発

令
予
定
の
大
陸
命

の
内
容
を
す
で
に
大
本
営
が
作
成
し
、
「参
電
第
六
五
三
号
」
と
し
て
外
地
所
部
隊
司
令
部
に
伝
達

し
て
い
る
こ
と
が

分
か

る
。
全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
従
来
の
他
の
大
陸
命

の
場
合
も
、
正
式
発
令
に
先
だ

っ
て
こ
の
よ
う
な
内
容
の
事

前
伝
達
が
あ

っ
た

も
の
と
推
定
で
き
る
。

57

な
お
、
前
述
の
大
陸
命
第

=
二
八
八
号
以
降
、
九
月
二
日
ま
で
に
大
陸
命
は
、
八
月
二
一二
日
に
第

=
二
八
九
号
、
二
四
日
に
第

一
三
九

1

一
号
、
二
五
日
に
第

=
二
九
〇
号

(二
四
日
と
二
五
日
の
二
件
は
発
令
日
と
発
令
号
数
が
前
後
し
て
い
る
)
、二
八
日
に
第

=
二
九
二
号
(「大

陸
命
」
と
い
う
名
称
で
の
最
終
号
)
が
発
令
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
部
隊
の
隷
属
関
係
の
変
更
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、

武
装
解
除
等

に
直
接
的
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
本
営
に
よ
る
武
装
解
除
の
命
令
は
、
形
式
的
に
は
二
二
日
付
の
大

陸
命
第

=
二
八
八
号
で
お
お
む
ね
整

っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

外
地
部
隊
の
武
装
解
除
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
第
二
五
五
八
号
以
降
の
大
陸
指
に
よ

っ
て
指
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
大
本
営

は
武
装
解
除
後
も
軍
人
は
帯
刀

・
帯
剣
す
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
八
月
三

一
日
付

、
朝
鮮

の
第

一
七

方
面
軍
司
令
官
宛

の
大
陸
指
第
二
五
五
九
号
第
三
項
で
は
、
部
隊
の
終
結
と
武
装
解
除
、
軍
装
品
の
管
理
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
の
べ
て

い
る
。



撤
退
地
域
内

二
在

ル
部
隊
ニ
シ
テ
所
定
時
刻
迄

二
転
進
シ
終
り
得
サ
ル
部
隊

ハ
現
在
地

二
於
テ
自
主
的

二
全
員
武
装
ヲ
解
キ
且
其
確

実
ナ
ル
監
守

ノ
処
置
ヲ
講

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　　

但

シ
帯
刀

(剣
)
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

帯
刀

・
帯
剣
は
軍
人
と
し
て
の
誇
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
ま
で
の
解
除
は
で
き
な
い
し
、
す
る
必
要
が
な

い
、
と

い
う
の
が
大
本
営

の

意
図

で
あ

っ
た
が
、
連
合
軍
側
は
外
地
で
の
交
渉

で
も
、
中
央
で
の
G
H
Q
と
の
交
渉
で
も
帯
刀

・
帯
剣
は
認
め
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
、

外
地

で
は
、
将
校
の
軍
刀
放
棄
が
武
装
解
除
セ
レ
モ
ニ
ー
の
中
心
と
な
っ
た
場
合
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
大
本
営
は
、
最
後
ま
で
こ
の
帯

刀

・
帯
剣
問
題
に
は
こ
だ
わ

っ
て
い
た
。

九
月
二
日
、
降
伏
文
書
調
印
後
に
大
本
営
は
、
大
陸
命
特
第

一
号
と
そ
れ
に
基
づ
く
大
陸
指
特
第

一
号
を
発
令
す
る
。
大
本
営
命
令

の

発
簡
符
号
も
、
降
伏
文
書
調
印
を
機
に
変
更
に
な
り
、
陸
軍
の
場
合
、
大
陸
命

・
大
陸
指
が
そ
れ
ぞ
れ
大
陸
命
特

.
大
陸
指
特
に
な

っ
た
。

815

大
陸
命
特
第

一
号

命

令

一

大
本
営

ハ
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
政
府
大
本
営
布
告

一
般
命
令
中
陸
軍

二
関
ス
ル
事
項
ノ
迅
速
整
斉
タ
ル
実
行
ヲ
企
図
ス

ニ

第

一
総
軍
司
令
官
、
第
二
総
軍
司
令
官
、
航
空
総
軍
司
令
官
、
関
東
軍
総
司
令
官
、
支
那
派
遣
軍
船
司
令
官

、
南
方
軍
船
司
令

官
、
第
五
方
面
軍
司
令
官
、
第
八
方
面
軍
司
令
官
、
第
十
方
面
軍
司
令
官
、
第
十
四
方
面
軍
司
令
官
、
第
十
七
方
面
軍
司
令
官
、

第
三
十

一
軍
司
令
官
、
小
笠
原
兵
団
長
、
陸
軍
大
臣
、
参
謀
総
長
-
以
下
各
地
最
高
指
揮
官
ト
称
ス
ー

ハ
既

二
実
施
セ
ル
モ
ノ

ヲ
除
ク
ノ
外
左
記

二
基
キ

一
般
命
令
中
夫
々
其
関
係
事
項
ヲ
実
施
ス
ヘ
シ

(
一
)
敵
対
行
為

ヲ
直
チ
ニ
終
止
シ
武
装
ヲ
解
除
シ
且
現
態
勢
ノ
変
更
ヲ
中
止
ス

(二
)
兵
器
及
装
備
ヲ
関
係
聯
合
国
指
揮
官
ノ
指
定

ス
ル
時
期
及
場
所

二
於
テ
現
状
ノ
侭
且
安
全
良
好
ナ
ル
状
態

二
於
テ
該
指
揮
官



又

ハ
其
指
定
者

二
交
付
ス

(三
)
陸
上
、
海
上
及
空
中
ノ
行
動

二
対
ス
ル
障
碍
物
ハ
之
ヲ
除
去

ス

(四
)
左
記
諸
件

八
穀
損
焼
却
ヲ
禁
止
シ
現
状
ノ
侭
且
良
好
ナ
ル
状
態

二
於
テ
確
実

二
之

ヲ
監
守
保
管
ス

イ

軍
需
品

((二
)

二
依
リ
聯
合
国
側

二
交
付
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
)

ロ

陸
上
、
海
上
及
空
中
輸
送
施
設
、
通
信
施
設

ハ

軍
事
施
設

(飛
行
場
、
対
空
防
備
、
港
湾
基
地
、
物
資
貯
蔵
所
、
常
設
及
仮
設
ノ
陸
上
及

沿
岸
防
備
施
設
、
要
塞
其
他

ノ
防
備
地
域
等
)
及
之

二
附
随
ス
ル
建
造
物

右

二
関
ス
ル
設
計
拉
図
面

二

工
場
、
製
造
場
、
工
作
場
、
研
究
所
、
実
験
所
、
試
験
所
、
技
術
上
ノ
要
目

(「
デ
ー
タ
」)

特
許
、
設
計
図
面
、
発
明

　

(以
上

ハ
戦
争
用
旦
ハ拉
軍
事
機
関
又

ハ
準
軍
事
機
関
力
現
二
使
用
シ
又
ハ
使
用
セ
ン
ト
ス
ル
他
ノ
資
材
及
資
産

ヲ
製
造

ス
ル

ー5

為
又

ハ
此
等
ノ
製
造
若
ク
ハ
使
用

ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
計
画
セ
ラ
レ
又
ハ
之

二
充
当
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ノ
範
囲
ト
ス
)

(五
)

一
切
ノ
兵
器
、
弾
薬
及
戦
争
用
旦
ハノ
製
造
拉
分
配
ヲ
直
チ
ニ
終
止
ス

(六
)
聯
合
軍
ノ
占
領
又

ハ
進
駐
ヲ
援
助
ス

(七
)
帝
国
陸
軍
軍
政
地
域

二
在
リ
テ
ハ

一
般
命
令
中
陸
軍
関
係
事
項
以
外
ノ
事
項

二
関
シ
テ
モ
従
前
ノ
管
掌
範
囲
事
項

ハ
之
ヲ
処

理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

前
項
実
施
ノ
為
各
地
最
高
指
揮
官
ノ
所
轄
地
域
、
所
轄
部
隊
及
関
係
聯
合
国
指
揮
官
別
紙
ノ
如
ク
各
地
最
高
指
揮
官

ハ
所
要

二

応
シ
細
目
二
関
シ
関
係
聯
合
国
指
揮
官

二
稟
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

[中
略
]



六

細
項
拉
本
命
令
実
施
上
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
情
二
基
ク

一
部
ノ
変
更
二
関
シ
テ
ハ
陸
軍
大
臣
、
参
謀
総
長
ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

昭
和
二
十
年
九
月
二
日

奉
勅
伝
宣

謀
総
長

梅
津
美
治
郎

第

一
総
軍
司
令
官

杉
山
元
殿

第
二
総
軍
司
令
官

畑
俊
六
殿

関
東
軍
総
司
令
官

山
田
乙
三
殿

支
那
派
遣
軍
船
司
令
官

岡
村
寧
次
段

南
方
軍
船
司
令
官
伯
爵

寺
内
寿

一
殿

航
空
総
軍
司
令
官

河
辺
正
三
殿

.

0　

第
五
方
面
軍
司
令
官

樋
口
季

一
郎
殿

1

第
八
方
面
軍
司
令
官

今
村
均
殿

第
十
方
面
軍
司
令
官

安
藤
利
吉
殿

第
十
四
方
面
軍
司
令
官

山
下
奉
文
殿

第
十
七
方
面
軍
司
令
官

上
月
良
夫
殿

第
三
十

一
軍
司
令
官

麦
倉
俊
三
郎
殿

小
笠
原
兵
団
長

立
花
芳
夫
殿

陸
軍
大
臣

下
村
定
殿

参
謀
総
長

梅
津
美
治
郎
殿



教
育
総
監

下
村
定
殿

北
部
軍
管
区
司
令
官

樋
口
季

一
郎
殿

東
北
軍
管
区
司
令
官

藤
江
恵
輔
殿

東
部
軍
管
区
司
令
官

土
肥
原
賢
二
殿

東
海
軍
管
区
司
令
官

岡
田
資
殿

中
部
軍
管
区
司
令
官

内
山
英
太
郎
殿

中
国
軍
管
区
司
令
官

谷
壽
夫
殿

四
国
軍
管
区
司
令
官

原
田
熊
吉
殿

　　

西
部
軍
管
区
司
令
官

横
山
勇
殿

61

武
装
解
除
に
つ
い
て
は
、
こ
の
大
陸
命
特
第
二
項
に
お
い
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
大
陸
指
特
第

一

1

号
に
お
い
て
詳
し
く
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

大
陸
指
特
第

一
号

指

示

大
陸
命
特
第

一
号

二
基
キ
左
ノ
如
ク
指
示
ス

一

命
令
ニ
ノ

(
一
)
武
装
解
除

二
関
シ
テ
ハ
左
記
二
拠
ル
モ
ノ
ト
ス

・

(イ
)
将
兵
ノ
帯
剣
、
帯
刀
等

ハ
之
ヲ
保
持

ス
ル
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

(ロ
)
主
ト
シ
テ
内
地

二
在
ル
憲
兵
隊
其
他
治
安
確
保

二
任

ス
ヘ
キ
部
隊

ニ
シ
テ
別
段
ノ
指
示
規
定
ア
ル
モ
ノ
ノ
処
理

二
関
シ
テ
ハ

該
指
示
規
定
等

二
拠
ル



(
ハ
)
武
装
解
除
後

二
於
ケ
ル
居
留
民
及
之

二
準
ス
ル
者
及
非
武
装
軍
人
、
軍
属
ノ
保
護

二
関
ス
ル
公
正
妥
当

ナ
ル
処
置

ハ
各
々
現

地
ノ
実
情

二
応
シ
関
係
聯
合
国
指
揮
官

二
稟
議
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

ニ

命
令
ニ
ノ

(
一
)
敵
対
行
為
ノ
終
止

二
関
シ
テ
ハ
左
記

二
拠
ル
モ
ノ
ト
ス

武
装
解
除
、
兵
器
及
装
備
等
ノ
交
付
、
監
守
、
保
管
、
処
理
、
障
碍
物
ノ
除
去
、
武
装
解
除
後

二
於
ケ
ル
軍
人
、
軍
属
ノ
復
員
、
給

養
、
衛
生
、
治
安
ノ
確
保
、
提
供
ス
ヘ
キ
情
報
ノ
収
集
其
他
本
命
令
実
施
ノ
為
必
要
ト
ス
ル
通
信
連
絡
、
航
空
、
輸
送
等
其
他

敵
対
行
為

二
非
サ
ル

一
切
ノ
行
動

ハ
依
然
続
行
シ
得
ル
如
ク
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

三

大
本
営
所
轄
地
域
以
外
ノ
地
二
於
テ
命
令
ニ
ノ

(二
)
兵
器
及
装
備
ノ
交
付

二
方
リ
テ
ハ
本
指
示
第

一
、
第
二
項
ノ
為
必
要
ナ

ル
モ
ノ
ハ
所
要
ノ
期
間
聯
合
国
側
二
交
付
セ
サ
ル
カ
又
ハ
交
付
ス
ル
モ
之

ヲ
借
用
使
用
ス
ル
コ
ト

ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

四

大
本
営
所
轄
地
域
内
部
隊
ノ
兵
器
及
装
備
其
他
軍
需
品
等
ノ
処
理
引
渡
等

二
付
テ
ハ
陸
軍
大
臣
ノ
定
ム
ル
ト
コ
ロ
ニ
依
ル

2　

五

命
令
ニ
ノ

(三
)
障
碍
物
ノ
除
去
ノ
実
施

二
関
シ
テ
ハ
別

二
指
示
ス

ー

六

命
令
ニ
ノ

(四
)
二
依

ル
監
守
保
管

ス
ヘ
キ
物
件
ノ
爾
後
ノ
処
理
二
関
シ
テ
ハ
別

二
示
達
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
拠
ル
モ
ノ
ト
ス

七

命
令
四
二
拠
リ
各
最
高
指
揮
官
英
梅

ヲ
隷
下
指
揮
下
所
轄
部
隊
ノ
長

二
委
シ
タ
ル
場
合

ハ
該
指
揮
官
ノ
職
官
氏
名
及
所
在
地

ヲ

陸
軍
大
臣
、
参
謀
総
長
二
報
告

(通
報
)
シ
関
係
指
揮
官
、
関
係
聯
合
国
指
揮
官

二
通
報
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

又
各
地
最
高
指
揮
官

ハ
関
係
聯
合
国
指
揮
官
ノ
指
定

ス
ル
代
表
者
ト
局
地
処
理

ヲ
実
施
ス
ル
場
合

二
於
テ
ハ
該
代
表
者
ノ
職
官
氏
名

及
局
地
処
理
地
点

ヲ
速

二
陸
軍
大
臣
、
参
謀
総
長
二
報
告

(通
報
)

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

八

俘
虜
及
抑
留
者

ノ
処
理
二
関
シ
テ
ハ
陸
軍
大
臣
及
俘
虜
管
理
部
長
ノ
通
牒
、
指
示

二
拠
ル
モ
ノ
ト
ス
九

各
地
最
高
指
揮
官

ハ

命
令
及
本
指
示
ノ
実
施
二
方
リ
テ
ハ
大
本
営
、
帝
国
政
府
ノ
聯
合
国
最
高
司
令
官
宛
申
入
、
諒
解
事
項

ヲ
基
礎
ト
シ
且
現
地
軍

ノ
実
情

二
即
応
シ
関
係
聯
合
国
指
揮
官

二
稟
議
シ
局
地
処
理
二
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

又
武
装
解
除
後
ノ
各
部
隊
ハ



特

二
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
爾
後
ノ
復
員
等
ヲ
顧
慮
シ
集
結
ス
ル
コ
ト

ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

十

各
地
最
高
指
揮
官

ハ
命
令
及
本
指
示
ノ
実
施

二
方
リ
迅
速
的
確
ナ
ル
信
賞
必
罰

二
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

十

一

各
地
最
高
指
揮
官

ハ
命
令
及
本
指
示
ノ
実
行

二
関
シ
逐
次
陸
軍
大
臣
、
参
謀
総
長

二
報
告

(通
報
)
ス
ル
ト
共
一二

切
ノ
措

置
終
了
セ
ハ
速

二
局
地
処
理
要
報
ヲ
同
官
等

二
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

昭
和
二
十
年
九
月

一
日

　　
　

[命
令
受
領
者
は
大
陸
命
特
第

一
号
と
同
じ
]

大
陸
指
特
第

一
号
第

一
項

(イ
)
に
お
い
て
や
は
り
将
兵
の
帯
刀

・
帯
剣
問
題
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
大
本
営
は
、

「陸
戦
ノ
法
規
慣
例

二
関
ス
ル
条
約

」

(ハ
ー
グ
陸
戦
法
規
)
第
三
五
条

(降
伏
に
あ
た

っ
て
の
軍
人
の
名
誉
)
ま
で
持
ち
出
し
て
、
連

合
軍
と
交
渉
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
で
に
軍
部
は
、
八
月

一
五
日
午
前

=

時
に
外
務
省
よ
り
在
ス
イ
ス
公
使
宛
に
追
加
発
電
さ
れ
た

ヨ

「
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
ノ
条
項
受
諾
ノ
件

」
第
二
項
に
お
い
て
も
、
天
皇
の
命
令
に
よ
る
自
主
的
武
装
解
除
と
と
も
に
帯
剣

の
件
も
要
求
さ
れ

16

て
い
る
。

武
装
解
除

ハ
海
外

二
在
ル
三
百
万
余
ノ
軍
隊

二
関
聯
ア
ル
ト
共

二
旧
本
将
兵
ノ
名
誉

二
直
接
触
レ
タ
ル
最
モ
困
難
機
微
ナ
ル
問
題
ナ

ル
コ
ト

ハ
言
ヲ
侯
タ
ザ
ル
所

ニ
シ
テ
之
ガ
実
施

二
付
テ
ハ
帝
国
政
府

二
於
テ
最
モ
苦
慮
シ
居
ル
次
第
ナ
ル
ガ
之
ガ
実
効

ヲ
期

ス
ル
最

善
ノ
方
法
ト
シ
テ
ハ

天
皇
陛
下
ノ
御
命
令

二
基
ヅ
キ
帝
国
軍
自

ラ
実
施
シ
聯
合
国
ハ
其
ノ
円
滑
ナ
ル
実
施
ノ
結

果
武
器
ノ
引
渡

ヲ

受
ク
ル
モ
ノ
ト
致
シ
度

大
陸

二
在
ル
帝
国
軍
ノ
武
装
解
除

二
当
リ
テ
ハ
第

一
線

ヨ
リ
逐
次
後
方

二
向
ケ
段
階
的

二
実
施
ス
ル
コ
ト
ト
致
度

武
装
解
除

二
関
聯
シ
海
牙
陸
戦
法
規
第
三
十
五
条

ヲ
準
用
シ
軍
人
ノ
名
誉
ヲ
重
ン
ジ
帯
剣

ハ
之
ヲ
認
メ
ラ
レ
度
又
聯
合
国
側
ガ
武
装

解
除
セ
ラ
レ
タ
ル
日
本
軍
人
ヲ
強
制
労
役

二
使
用

ス
ル
如
キ
意
図
ヲ
有
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
了
解
ス
海
外

二
於
テ
武
装

ヲ
解
除
セ
ラ
レ
タ



ル
日
本
軍
人
ヲ
其
ノ
侭
永
ク
海
外

二
駐
留
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ハ
彼
我
双
方

ニ
ト
リ
面
白
カ
ラ
ザ
ル
種

々
ノ
複
雑
ナ
ル
問
題
ヲ
生
ズ
ル
ノ

虞
ア
ル
ニ
付
聯
合
国

二
於
テ
速
カ
ニ
之
ヲ
日
本
国
内

二
撤
収
セ
シ
ム
ル
為

二
必
要
ナ
ル
船
舶
及
其

ノ
輸
送
上
ノ
便
宜

ヲ
供
給
セ
ラ
レ

　の
　

ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス

日
本
陸
海
軍
は
、

「
五
年
戦
争
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
国
際
法
規
を
軽
視
あ
る
い
は
無
視
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の

「名

誉
」
保
持
に
は
、
国
際
法
を
持
ち
出
す
と

い
う
こ
の
姿
勢
は
、
当
時
の
日
本
軍
の
心
性
と
国
際
感
覚
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

大
陸
命
特
第

}
号

・
大
陸
指
特
第

「
号
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
降
伏
文
書
調
印
後
も
大
本
営
は
、
以
前
と
全
く
変
わ
る
こ
と
な
く
、
九

月

一
三
日
に
廃
止
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
、
天
皇

の
軍
隊

の
最
高
司
令
部
と
し
て
天
皇
の
命
令
を
全
部
隊
に
た

い
し
て
下
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
大
陸
命
の
最
終
発
令
は
八
月
二
八
日
付
の
第

=
二
九
二
号
、
大
海
令
は
九
月

}
日
付

の
第
五
七
号
、
大
陸
指

は
九
月

}
日
付

の

第
二
五
六

一
号
、
大
陸
命
特
は
九
月

=
二
日
付
の
第
三
号
、
大
陸
指
特
は
九
月

一
〇
日
付

の
第
七
号
で
あ
っ
た
。

416

ま

と

め

八
月

}
四
日
に
大
本
営
が
発
令
し
た
大
陸
命
第

=
二
八
○
号
は
、
表
面
的
に
は
強
硬
な
戦
争
完
遂
宣
言
で
あ

っ
た
が
、
現
実
に
は
関
東

軍
救
援
命
令
で
あ
り
、
そ
し
て
戦
争
終
結
に
む
け
て
の
伏
線

で
あ

っ
た
。
大
本
営
が
、
関
東
軍
の
全
面
的
崩
壊
と

い
う

現
実
を
隠
蔽
し
、

救
援
命
令
を
あ
た
か
も
大
規
模
な
反
攻
作
戦
の
ご
と
く
語

っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
大
本
営
命
令
を
受
領
す
る
、
あ
る
い
は
傍
受
す
る
内
地

・

外
地

の
陸
軍
部
隊
の
士
気
崩
壊
を
懸
念
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
大
本
営
は
八
月

一
四
日
の
う
ち
に
、
内
地

・
外
地
の
部
隊
司
令
部
に
た
い
し
て
、

一
転
し
て

「御
親
裁
」
を

理
由
に
戦
争
終
結

を
切
り
出
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
戦
争
終
結
に
関
す
る
詔
書
の
発
布
、
翌
日
正
午

の

「玉
音
放
送
」
の
こ
と
を
予
告
し
、
詔
書
発
布

・
「玉

音
放
送
」
が
た
だ
ち
に
停
戦
命
令
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
大
本
営
は
、
詔
書
と
大
本
営
命
令
を
分
離
す

る
こ
と
に
よ
っ
て



あ
く
ま
で
も
統
帥
権
の
独
立
を
保
持
し
つ
つ
、
大
本
営
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
大
元
帥
か
ら
の
命
令
が
更
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
、
「玉

音
放
送
」
に
よ
っ
て
軍
が
虚
脱
状
態
、
無
統
制
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
意
図
し
た
。

大
本
営
は
、
「積
極
進
攻
作
戦
」
禁
止

(八
月

一
五
日
発
令
)
、
自
衛
戦
闘
を
除
く
戦
闘

の
即
時
停
止

(
一
六
日
発
令
)
、
全
面
的
な
停

戦
実
施
の
予
告

(海
軍

一
七
日
、
陸
軍

一
八
日
発
令
)、
内
地
部
隊
の
全
面
的
な
戦
闘
の
停
止

(
一
九
日
発
令

・
二
二
日
実
施
)、
北
海
道

と
外
地
部
隊
の
全
面
的
な
戦
闘
の
停
止

(二
二
日
発
令

・
二
五
日
実
施
、
中
国
の
み
例
外
)
、
と
段
階
的
に
停
戦
命
令

を
強
化
し
て
ゆ
き
、

次
に
武
装
解
除
命
令

へ
と
進
ん
で
い
く
。
こ
の
段
階
的
な
停
戦
命
令
強
化
は
、
遠
隔
地

の
部
隊
に
ま
で
命
令
を
徹
底
さ
せ
、
戦
闘
状
態
か

ら
戦
闘
停
止
、
武
装
解
除

・
降
伏

・
復
員

へ
と
部
隊
を
移
行
さ
せ
て
い
く
上
で
の
技
術
的
な
手
法
で
も
あ

っ
た
が
、
八
月

一
五
日
正
午
を

過
ぎ

て
も
依
然
と
し
て
戦
闘
が
継
続
し
て
い
る
対

ソ
戦
の
状
況
を
に
ら
ん
で
の
措
置
で
も
あ

っ
た
。
大
本
営
は
、
樺
太

・
千
島
の
戦
況
を

見
な
が
ら
外
地
部
隊
に
た
い
す
る
大
陸
命
発
令

の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
り
、
八
月
二
二
日
、
外
地
各
車
と
第
五
方
面
軍

に
た

い
す
る
第
二
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次
の
全
面
的
停
戦
命
令
を
下
令
し
た
の
で
あ
る
。

1

ま
た
大
本
営
は
、
天
皇

の
命
令

に
よ
る
停
戦
は

「降
伏
」
で
な
く
、
将
兵
が
連
合
軍
の
勢
力
下
に
入
る
こ
と
は

「俘
虜
」
で
な

い
と
強

弁
し
た
。
外
地
部
隊
の
武
装
解
除
に
つ
い
て
も
大
本
営
は
、
軍
人
の
名
誉
の
問
題
と
し
て
、
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
際
か
ら
国
際
法
ま
で

持
ち
出
し
て
自
主
的
武
装
解
除
後

の
軍
人
の
帯
剣

・
帯
刀
に
執
着
し
、
降
伏
文
書
調
印
後
も
最
後
ま
で
こ
の
件
に
関
し

て
は
要
求
の
貫
徹

を
は
か

っ
た
の
で
あ
る
。



注
(
1
)

森
松
俊
夫
監
修

・
原
剛
解
説

『
「大
本
営
陸
軍
部
」
大
陸
命

・
大
陸
指
総
集
成
』
第

一
〇
巻

(
エ
ム
テ
ィ
出
版
、

一
九
九
四
年
)

一
五
六

一

一
五

七
頁
。
以
下
、
原
則
と

し
て
大
陸
命

・
大
陸
指

は
、
本

書
か
ら
引
用
す
る
。
本
書
を
以
下

『総
集
成
』
第
○
巻
と
略
記
す
る
。
な
お
、
引
用

に
あ
た

っ

て
は
、
大
陸
命

・
大
陸
指

の
原
文

の
旧
字

は
新
字

に
書
き
か
え
た
。

な

お
、
大
本
営
命
令

で
あ
る
大

陸
命

と
大
海
指

、
大
陸
命

に
基
づ
く
大
陸
指
、
大
海
令

に
基
づ
く
大
海
指

の
性
格

や
発
令
手
続
き
な
ど

に

つ
い
て
は
、

拙
著

『大
元
帥

・
昭
和
天
皇
』

(新

日
本
出
版
社
、

一
九
九
四
年
〉
七
四

～
七
八
頁
参
照

の
こ
と
。

(2
)

拙
稿

「
軍
事
支

配

(
2
)
日
中
戦
争

・
太
平
洋
戦
争
期
」
、
浅

田
喬

二

・
小
林
英
夫
編

「
日
本
帝

国
主
義

の
満
州
支
配
』
(時
潮

社
、

一
九
八
六
年
)
。

(3
)

林

三
郎

『
関
東

軍
と
極
東

ソ
連

軍
1
あ

る
対

ソ
情
報
参
謀

の
覚
書

1
』

(芙
蓉
書
房
、

一
九
七
四
年
)

二
七
六
頁
。

(4
)

「
総
集
成
』
第

一
〇
巻

、
二
〇
九
頁
。

(5
)

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室

・
戦
史
叢
書
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『昭
和

二
〇
年

の
支
那
派
遣
軍

〈
2
>
』

(朝
雲
新
聞
社
、

一
九
七
三
年
)
五
四
三
頁
。

(6
)

『
総
集
成
』
第

一
〇
巻

、
三
五
三
頁
。

(7
)

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室

・
戦
史
叢
書

82

『大
本
営
陸
軍
部

〈
10
>
』

(朝
雲
新
聞
社
、

一
九
七
五
年
)
四
五
三
頁
。

(8
)

同
前

。
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(9
)

同
前

、
五

=

頁

。

(10
)

同
前

、
五

一
八
一
五

一
九
頁
。

(
11
)

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室

・
戦
史
叢
書
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『大
本
営
海
軍
部

・
聯
合
艦
隊

〈
7
>
』

(朝
雲
新
聞
社
、

一
九
七
六
年
)
四
七
六
頁
。

(
12
)

奥
宮
正
武

『海

軍
特
別
攻
撃
隊
』

(朝

日
ソ
ノ
ラ

マ
文
庫
、

一
九
八

二
年
)

一
六
九
頁
、

デ

ニ
ス

・
ウ

ォ
ー
ナ

ー
、

ペ
ギ
ー

・
ウ
ォ
ー
ナ
ー

(妹

尾
作

太
男
訳
)

『
ド
キ

ュ
メ
ン
ト

・
神
風
』

下

(時
事
通
信
社
、

一
九
八

二
年
)

二
六
三
頁
。

(
13
)

『
総
集
成
』
第

一
〇
巻
、

二
〇
九

～
二

一
〇
頁
。

(
14
)

史
料
調
査
会
編

『復
刻
版

・
大
海
令
』

(毎

日
新
聞
社
、

一
九
七
八
年
)
所
収
。

(
15
)

『
総
集
成
』
第

一
〇
巻
、

二
〇
九

⊥

=

○
頁
。

(
16
)

同
前
、

三
五
三
一
三
六

〇
頁
。

(17
)

前
掲

『復
刻
版

・
大
海
令
』
所
収
。

(18
)

同
前
。

(19
)

『総
集
成
』
第

一
〇
巻
、

二

一
二
頁
。



(
20
)

前
掲

「復
刻
版

・
大
海
令
』

所
収

。

(
21
)

『総
集
成
』

第

一
〇
巻
、
二

一
二
一
二

}
三
頁
。

(
22
)

同
前
、
二

一
四
～
二

一
五
頁
。

(
23
)

前
掲

『復

刻
版

・
大

海
令
』

所
収

。

(24
)

防
衛

庁
防
衛

研
修
所

戦
史
室

・
戦
史
叢
書

44

『関
東

軍

〈
2
>
』

(朝
雲
新
聞
社
、

一
九
七
四
年
)
四
七
六
頁
。

(25
)

前
掲

『復
刻
版

・
大
海
令
』
所
収

。

(26
)

同
前

。

(27
)

『総
集
成
』
第

一
〇
巻
、

三
六

一
頁

。

(28
)

同
前

、
三
六
二
頁

。

(29
)

同
前

、
二

一
六
⊥

=

九
頁

。

(30
)

同
前

、
三
六

三
一
三
六

五
頁

(31
)

外
務
省
編

『
日
本
外
交
年
表
拉
主
要
文
書
』

下

(原
書
房
、

一
九
六
五
年

)
六
三
八
頁
。

(明
治
大
学
文
学
部
助
教
授
)

671
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DefeatoftheJapaneseForcesandOrdersfromImperialGeneral

Headquarters(DaiHon'ei)
YAMADAAkira

OnAugust14,1945,theJapaneseImperialGeneralHeadquarters(or

IGHQ)issuedextremelystrongordersforcontinuingthewar.Theseorders

were,infact,aimedarreinforcingtheKanto-gun,thearmyforcesinMan-

churia,andwerepartofthepreparationmadebytheheadquartersasthe

endofthewarapproached.IGHQinanefforttokeepmoralehighamong

thesoldiersonthefrontline,expressedtherescueordersintheformofa

large-scaleoffensiveoperation。

Afterissuingtheseorders,andstillonAugust14th,theIGHQinformed

allofitsarmycommandersthat,inacompletechangeofevents,thewar

wasendedduetoadecisionbytheEmperor.Onthisoccasion,IGHQfore-

warnedallarmycommandersabouttheEmperor'sradioaddressthenext

dayregardingtheendofthewar,abroadcastknownasaGyokuonHoso.

Theywerealsotoldthatthebroadcastdidnotconstituteordersfora

cease-fire.

IGHQorderedallofitscommanderstoceaseallactive,offensivebattles

onAugust15thandonthe16th,orderedthecessationofallbutdefensive

battles.Onthe19th,IGHQorderedalldomesticallybasedunitstocease

battlesasofthe22nd,andonthe22ndorderedallunitsinHokkaidoand

overseastoceaseallbattlesasofthe25th.However,theIGHQacknow-

ledgedthatonlytheunitsinChinacouldcontinuedefensivebattles.This

indicatesthattheIGHQdidnotactuallybelievethattheJapaneseforces

hadlosttotheChinese.

TheIGHQtoldallofitscommandersthattheEmperor'sordersregarding

thearmisticewerenotinfactasurrender,andthatthesoldiersfalling

underthepoweroftheAllieswerenotinfactprisoners.Further,the

IGHQ,whenfacedwiththequestionofthedisarmamentofoverseastroops,

wentsofarastobringupInternationalLaw-whichtheJapanesemilitary

didnotuphold・initsattempttosavethedignityofitssoldiersbyasking

theAlliedForcesforpermissionforthesoldierstomaintaintheirswords,

evenafterdisarmament.TheAlliesturneddownthisrequestthatindicated

thattheIGHQdidnotfullycomprehenditsownposition,andevenafterthe

IGHQofficiallysubmitteditsstatementofsurrenderonSeptember,itdid

notabandonitsrequestregardingtherighttobearswords.

168


